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第１章 計画策定について 

１ 計画策定の趣旨 

 

我が国は、生活環境の向上や医学の進歩によって、より高い水準の平均寿命＊が

保たれており、世界有数の長寿国となっています。  

その一方で、近年は、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策による外出自

粛などの日常生活の制限等や新しい生活様式への対応など、食事や生活習慣等の

変化がみられ、暮らしに大きな影響が出ました。こうした中で、がん、心疾患、

循環器疾患＊、糖尿病＊等の生活習慣病等の増加、高齢化による認知機能や身体機

能の低下による要介護者の増加、経済問題や人間関係、病気苦等による深刻なス

トレスが原因となるこころの問題等、健康課題が複雑化・多様化しています。  

このような状況を受け、国は令和６（2024）年度から「健康日本２１（第三次）」

において、「誰一人取り残さない健康づくり」と「より実効性をもつ取組の推進」

に重点を置き、「全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現」

をビジョンに掲げ、健康寿命＊の延伸と健康格差＊の縮小に向けた取組を進めてい

ます。 

また、自殺対策においても、平成 18（2006）年に自殺対策基本法が施行され、

平成 19（2007）年に自殺対策の指針である自殺総合対策大綱が閣議決定された後、

平成 28（2016）年に自殺対策基本法が改正、自殺総合対策大綱は平成 24（2012）

年、平成 29（2017）年、令和４（2022）年に見直され、「誰も自殺に追い込まれ

ることのない社会の実現」を目指した取組が進められています。  

本市においても、国や県の動向を踏まえ、令和２（2020）年に「第３次鳥羽市

健康増進計画・鳥羽市食育推進計画」、平成 31（2019）年に「いのち支える鳥羽

市自殺対策計画」を策定し、健康増進や生活習慣の改善及び健全な食生活の実践

等、自殺リスクの早期発見など自殺対策等に取り組んできました。  

令和７（2025）年３月末に各計画の計画期間が終了することにともない、本市

の現状や計画の評価、国・県における健康増進・食育＊・自殺対策をとりまく情勢

の変化を踏まえた新たな課題に対応していくため、健康増進・食育・自殺対策を

一体的に推進していくべく、「鳥羽市健康づくり計画（以下、「本計画」という。）」

を策定します。 
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２ 国の動向 

 

（１）健康日本２１（第三次） 

国は、「健康増進法」第７条第１項の規定に基づき「国民の健康の増進の総合的

な推進を図るための基本的な方針の全部を改正する件（以下「新基本方針」とい

う）」を公表し、令和６（2024）年度から令和 17（2035）年度までの「二十一世

紀における第三次国民健康づくり運動（健康日本２１（第三次））」を推進してい

ます。 

「新基本方針」は、全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会

の実現に向け、誰一人取り残さない健康づくりの展開とより実効性を持つ取組の

推進を通じて、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な事項を示

しています。 

 

 

【 国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向（要旨） 】 

① 健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現のため、個人の行動と健康

状態の改善に加え、個人を取り巻く社会環境の整備やその質の向上を通じて、健康寿命の延伸

及び健康格差の縮小を実現する。 

② 個人の行動と健康状態の改善 

栄養・食生活、身体活動・運動、休養・睡眠、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活

習慣の改善による生活習慣病の発症予防及び合併症の発症や症状の悪化等の重症化防止に関

して、取組を進める。 

また、誰一人取り残さない健康づくりの観点から、生活習慣病の発症予防及び重症化予防だ

けではない健康づくりや、生活機能の維持・向上の観点も踏まえた取組を推進する。 

③ 社会環境の質の向上 

就労、ボランティア、通いの場等の居場所づくりや社会参加の取組に加え、人々がより緩や

かな関係性も含んだつながりを持つことができる環境やこころの健康を守るための環境の整

備を行うことで、社会とのつながり、こころの健康の維持及び向上を図る。 

健康な食環境や身体活動・運動を促す環境をはじめとする自然に健康になれる環境づくりの

取組を実施し、健康に関心の薄い者を含む幅広い対象に向けた健康づくりを推進する。 

誰もがアクセスできる健康増進のための基盤の整備として、保健・医療・福祉等へのアクセ

スの確保に加え、ＰＨＲ（パーソナル・ヘルス・レコード）をはじめとする自らの健康情報を

入手できるインフラ整備、科学的根拠に基づく健康に関する情報を入手・活用できる基盤の構

築や周知啓発の取組を行うとともに、多様な主体が健康づくりに取り組むよう促す。 
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➃ ライフコースアプローチ※１を踏まえた健康づくり 

社会がより多様化することや人生１００年時代が本格的に到来することを踏まえ、各ライフ

ステージ※２に特有の健康づくりについて、引き続き取組を進めるとともに、ライフコースアプ

ローチについて、健康づくりに関連する計画等とも連携し、取組を進める。 

※１ 胎児期から高齢期に至るまでの人の生涯を経時的に捉えた健康づくりをいう。 

※２ 乳幼児期、青壮年期、高齢期等の人の生涯における各段階をいう。 

資料：厚生労働省「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の全部改正について」

（2023 年（令和５年）５月 31 日）より作成 

 

（２）自殺対策計画 

国は、平成 28（2016）年に「自殺対策基本法」を改正し、「生きることの包括

的な支援」として自殺対策を推進するため、市町村による自殺対策計画の策定を

義務化しました。 

令和４（2022）年 10 月には、自殺対策の指針として新たな「自殺総合対策大

綱」が閣議決定され、子ども・若者、女性の自殺対策への取組を重点的に推進し

ています。 

 

【 自殺総合対策大綱（概要） 】 

基本理念 誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す 

基本方針 

１ 生きることの包括的な支援として推進する 

２ 関連施策との有機的な連携を強化して総合的に取り組む 

３ 対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果的に連動させる 

４ 実践と啓発を両輪として推進する 

５ 国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業及び国民の役割を明確化し、

その連携・協働を推進する 

６ 自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する【新設】 

数値目標 
2026 年（令和８年）までに、自殺死亡率を 2015 年（平成 27 年）と比べて 30％

以上減少させる（旧大綱の数値目標を継続） 

資料：厚生労働省「自殺総合対策大綱」（2022 年（令和４年）10 月 14 日）より作成 
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鳥羽市 
社会福祉協議会 

３ 計画の位置づけ 

 

本計画は、健康増進法（第８条第２項）に基づく「市町村健康増進計画」と食

育基本法（第 18 条）に基づく「市町村食育推進計画」及び自殺対策基本法（第 13

条第２項）に基づく「市町村自殺対策計画」を包含した、市民の健康づくりを総

合的かつ一体的に推進していくための計画として策定するものです。 

また、本計画の推進に当たっては、第六次鳥羽市総合計画をはじめとする市の

各種計画や、国及び県の各種計画との整合性を図るものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※令和７（2025）年度時点の計画期間で掲載しています。 
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４ 計画期間 

 

本計画の計画期間は、令和７（2025）年度から令和 11（2029）年度の５年間と

します。ただし、社会経済情勢の変化や大きな制度改正などに柔軟に対応できる

よう、必要に応じて見直しを行います。 

 

■計画期間 

 R2 
2020 

R3 
2021 

R4 
2022 

R5 
2023 

R6 
2024 

R7 
2025 

R8 
2026 

R9 
2027 

R10 
2028 

R11 
2029 

鳥羽市 

          

          

          

 

国 

          

          

県 

          

          

          

          

 
 
 

５ 計画策定の手法 

 

計画の策定に当たっては、現行計画の最終評価及び本計画の検討に向けての基

礎資料を得るため、令和６年度に市内在住の 18 歳以上の無作為抽出した市民

1,500 人を対象とした市民の健康づくりや食育についての意識や関心、日頃の生

活等についてアンケート調査を実施し、本計画の内容について「鳥羽市健康づく

り推進協議会」にて審議しました。また、本計画の内容については、市民・関係

者の皆様から広く意見を募集するためパブリックコメントを実施しました。 

 

  

いのち支える鳥羽市自殺対策計画 

鳥羽市健康づくり計画 

第３次鳥羽市健康増進計画 
食育推進計画 

健康日本２１（第二次） 健康日本２１（第三次） 【Ｒ６-Ｒ17】 

自殺総合対策大綱 自殺総合対策大綱（Ｒ４年 10 月閣議決定） 

第３次三重の健康づくり基本計画 【Ｒ６-Ｒ17】 

第３次行動計画 第４次自殺対策行動計画 

第２次基本計画 

第４次食育推進計画 第３次 

第２次基本計画 第３次みえ歯と口腔の健康づくり基本計画 
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第２章 健康をとりまく現状について 

１ 人口等の状況 

 

（１）人口等の推移 

本市の総人口は、令和２年の国勢調査では 17,525 人となっています。平成 27

（2015）年には２万人を割り、以降も減少傾向で推移しています。 

また、年齢３区分でみると、年少人口及び生産年齢人口は減少傾向で推移して

いる一方、高齢者人口は増加傾向となっており、令和２（2020）年の高齢化率は

39.5％となっています。 

国、県、本市による令和２（2020）年の年齢３区分比率の比較では、年少人口

比率及び生産年齢人口比率は国や県と比べ低く、高齢者人口比率は高くなってお

り、少子高齢化が進んでいる状況です。 

 
人口等の推移 

年齢３区分の比較 
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（２）人口構造 

本市の令和２年における人口構造（男女５歳階級別）は、20 歳から 64 歳まで

の青年期・壮年期といえる階層において、男女ともに 25 歳から 29 歳の階層が最

も少ない状況です。 

一方、55 歳超の階層では、65 歳から 74 歳の階層が男女ともに最も多くなって

おり、本市は少子高齢化の特徴ともいえる「つぼ型」の人口ピラミッドとなって

います。 

 

 

 

鳥羽市の人口構造状況（令和２年国勢調査） 
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２ 出生・死亡の状況 

 

（１）出生の状況 

① 出生数及び出生率 

本市の出生数は令和４年で 57 人となっており、５年間の平均出生数は 77 人

となるなど減少傾向にあります。 

 

※出生率：人口千人対 

資料：みえの健康指標
＊ 

 

 

② 合計特殊出生率 

本市の合計特殊出生率は平均すると 1.25 で推移しており、県（平均 1.45）よ

りも低い状況となっています。 

 

資料：三重県の母子保健 

※令和４年の合計特殊出生率 1.00 は県内 29 市町中 26 番目  

 

 

  

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

鳥羽市（計） 98 82 69 80 57

　　　（男） 51 42 36 50 27

　　　（女） 47 40 33 30 30

鳥羽市 5.35 4.58 3.94 4.70 3.43

三重県 7.03 6.57 6.29 6.40 6.16

出生数（人）

出生率

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

鳥羽市 1.50 1.30 1.07 1.36 1.00

三重県 1.54 1.47 1.42 1.43 1.40

合計特殊
出生率
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（２）死亡の状況 

① 死亡数 

本市の死亡数は令和４年で 321 人となっており、５年間の平均死亡数は 302

人で、男性より女性がやや多い傾向があります。 

 

資料：みえの健康指標 

 

 

② 主要死因別の年齢調整死亡率＊ 

本市の主要死因別の年齢調整死亡率を直近５年間の平均でみると、男女とも

に「悪性新生物」、「心疾患」、「脳血管疾患＊」が高くなっています。 

また、県との比較では男女ともに「心疾患」が高く、男性の「肝疾患」も高い

状況です。 

 

 

※直近５年累計（Ｈ30～Ｒ４） 

資料：みえの健康指標 

 

※悪性新生物 
一般的にはがんのことを指し、がん細胞が細胞や粘膜の奥深くにまで広がっていて、他
の臓器に転移するリスクが高い状態のがんを指す。 
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0100200300400500

（男性）

60 
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67 

133 

181 

0 50 100 150 200

脳血管疾患

心 疾 患

悪性新生物

（女性）鳥羽市

三重県

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

鳥羽市（計） 317 297 296 279 321

　　　（男） 157 146 147 138 152

　　　（女） 160 151 149 141 169

死亡数（人）
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③ ３大死亡原因の年齢調整死亡率の推移 

主要死因のうち本市の３大死亡原因（悪性新生物、心疾患、脳血管疾患）に

ついて年齢調整死亡率で県と比較すると、悪性新生物では、男性は令和元年と

令和２年で県より高いですが、近年は県とほぼ同じとなっています。女性は令

和２年と令和３年で県より高いですが、令和４年は低くなっています。 

心疾患では、男性は令和２年まで県より高く推移していましたが、令和３年

で県より低くなり、令和４年はほぼ同じとなっています。女性は令和元年まで

県より高く推移していましたが、令和２年より低くなり、令和４年は県とほぼ

同じとなっています。 

脳血管疾患では、男性は令和３年まで県より低く推移していましたが、令和

４年は県より高くなっています。女性は令和２年まで県より高く推移しており、

令和３年は県より低くなりましたが、令和４年は再び県より高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

資料：みえの健康指標 
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④ 生活習慣病死亡率 

本市の生活習慣病死亡率（40～64 歳）は、県より高くなっています。令和元

年以降、ほぼ横ばいで推移していましたが、令和４年はやや高くなっています。 

男性は減少傾向、女性は増加傾向で推移していましたが、令和４年は男女と

もに県より高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：みえの健康指標  
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⑤ 悪性新生物内訳 

本市の悪性新生物による死亡状況について、内訳を標準化死亡比（平成 30 年

から令和４年）で県と比較すると、男性では胃がん、肝がん、肺がん、膵臓が

んの割合が県を上回り、女性では胃がん、子宮がんの割合が県を上回ります。 

また、経年でみてみると、男性では胃がんと肺がんが増加傾向となっており、

女性では全体的に減少傾向となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※標準化死亡比（県を 100 とした場合の比率）、平成 30 年から令和４年の平均 

資料：みえの健康指標 

 

資料：みえの健康指標 
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男　　性 胃がん 大腸がん 肝がん 肺がん 膵臓がん 前立腺がん

平成26年～平成30年 97 110 90 94 151 83

平成27年～令和元年 107 113 106 103 156 106

平成28年～令和２年 112 113 132 113 145 101

平成29年～令和３年 115 107 133 104 168 97

平成30年～令和４年 118 93 125 114 151 98

女　　性 胃がん 大腸がん 肝がん 肺がん 乳がん 子宮がん

平成26年～平成30年 136 78 89 90 99 146

平成27年～令和元年 117 83 73 89 97 143

平成28年～令和２年 106 96 99 90 81 119

平成29年～令和３年 108 87 78 88 74 156

平成30年～令和４年 105 66 78 81 83 104
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３ 医療費の状況 

 

（１）国民健康保険 １人当たり医療費（医科） 

本市の国民健康保険の１人当たり医療費（医科）については、平成 30 年と令和

元年は県内平均よりやや高い程度でした。しかし、令和２年以降は県内平均より

1,000円から1,700円程度高く、令和３年以降は30,000円を超えている状況です。 

また、外来と入院別でみてみると、外来は令和３年は県より高くなっています

が、全体としては県より低い状況です。一方、入院は県より平均して 1,200 円程

度高く推移している状況です。 

 

 

資料：ＫＤＢシステム
＊ 
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（２）疾病別医療費割合の推移 

本市の疾病別医療費割合については、糖尿病（平均 6.3％）が第１位となってお

り、次いで統合失調症（平均 5.2％）、高血圧＊症（平均 4.6％）、慢性腎臓病（透析

あり）（平均 4.4％）の順となっており、生活習慣病に関する疾病が上位を占めて

います。 

 

 

※全体の医療費（入院＋外来）を 100％として計算 

資料：ＫＤＢシステム 

 

 

  

（％）

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 （平均）

第１位 糖尿病 5.6 6.5 6.2 6.4 6.6 6.3

第２位 統合失調症 5.4 6.0 5.4 4.5 4.6 5.2

第３位 高血圧症 4.9 4.7 4.6 4.3 4.4 4.6

第４位
慢性腎臓病
（透析あり）

4.0 4.2 4.2 5.0 4.7 4.4

第５位 肺がん 4.2 3.5 3.6 5.3 3.1 3.9

第６位 関節疾患 3.1 4.1 3.7 3.6 3.9 3.7

第７位 不正脈 3.1 2.5 2.3 4.0 3.9 3.2

第８位 脂質異常症 2.8 2.7 2.6 2.5 2.3 2.6
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４ 健（検）診の受診状況 

 

（１）がん検診の受診状況 

本市の各種がん検診の受診率は、胃がん検診、大腸がん検診、子宮頸がん検診

については全国及び県の受診率より高くなっていますが、肺がん検診は全国及び

県より低くなっています。また、乳がん検診は令和３年までは全国及び県より高

くなっていましたが、令和４年は全国及び県より低くなっています。 

 

 

胃がん検診受診率 

 

 

大腸がん検診受診率 

 

資料：地域事業報告・健康増進事業報告（健康増進編）市区町村表 
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肺がん検診受診率 

 

 

乳がん検診受診率 

 

 

子宮頸がん検診受診率 

 

資料：地域事業報告・健康増進事業報告（健康増進編）市区町村表 
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（２）国民健康保険特定健康診査の受診状況 

① 特定健康診査＊受診率 

本市の国民健康保険被保険者対象の特定健康診査の受診率は、全体的に 50％

超となっており県を上回っています。 

 

 

資料：特定健診データ管理システム 

 

② 特定保健指導＊実施率 

本市の特定保健指導実施率については、令和２年に県より高くなったものの、

全体的には県より低く、令和４年では 3.8％となっています。 

 

 

 

資料：特定健診データ管理システム 
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③ 特定健康診査年代別受診率（令和４年度） 

本市の年代別でみた特定健康診査受診率については、年齢が上がるとともに

受診率が高くなり 70～74 歳で 65.9％となっています。全体的に県より高いも

のの、40 歳代と 50 歳代では 50％を割っています。 

 

 

資料：特定健診データ管理システム 

 

④ メタボリックシンドローム＊の該当者・予備群者の割合（令和４年度） 

本市のメタボリックシンドロームの該当者・予備群者については、男性は

60％前後で推移しており県より高くなっています。女性は 22％前後で推移して

おり県よりやや高くなっています。 

 

 

資料：特定健診データ管理システム 
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５ 健康寿命と平均寿命 

 

（１）平均寿命の状況 

本市の平均寿命は、男性は概ね県より低く推移しており、女性は令和元年まで

は県より高く、令和２年より低く推移しています。令和４年では男女ともに県よ

り低くなっています。 

 

平均寿命の推移（男性） 

 

 

平均寿命の推移（女性） 

 

資料：三重県の健康寿命 
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（２）健康寿命の状況 

本市の健康寿命は、男性は概ね県より低く推移しており、女性は令和元年まで

は県より高く、令和２年より低い状況ですが、令和４年に向けて延伸傾向となっ

ています。 

また、平均寿命と健康寿命の差は、令和４年では男性で 2.7 年（県：2.7 年）、

女性で 5.5 年（県：6.0 年）となり、女性がやや短くなっています。 

 

健康寿命の推移（男性） 

 

 

健康寿命の推移（女性） 

 

 

資料：三重県の健康寿命  
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平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

鳥羽市 健康寿命 三重県 健康寿命

健康寿命（女）（歳）

鳥羽市 三重県 鳥羽市 三重県

平均寿命 80.8歳 81.5歳 86.7歳 87.3歳

健康寿命 78.1歳 78.8歳 81.2歳 81.3歳

（不健康期間） 2.7年 2.7年 5.5年 6.0年

男性 女性
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６ 自殺の状況 

 

（１）自殺の状況 

地域自殺実態プロファイル 2023 によると本市の自殺者数は、平成 30（2018）

年から令和４（2022）年の合計で 17 人（年平均 3.4 人）となっています。 

また、自殺死亡率（人口 10 万人当たりの自殺者数）の推移をみると、平成 27

年以降では、国、県はほぼ横ばいで推移する一方、本市は人口規模が小さいこと

から上下の変動が大きく、平成 29 年から令和２年までは国や県より高く、令和３

年と令和４年は低くなっていますが、令和５年に再び高くなっています。 

さらに、性・年代別の平均自殺死亡率（平成 30（2018）年～令和４（2022）年

の合計）をみると、国と同様に男性の自殺死亡率が女性より高くなっており、特

に男性の 30 歳代から 50 歳代、女性の 20 歳代から 30 歳代と 70 歳代で国を上回

ります。 

 

資料：地域における自殺の基礎資料（厚生労働省） 

 

資料：地域自殺実態プロファイル 2023  

0.00 0.00

51.59

82.90 81.20

12.98

0.00 0.00
0.00

10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上

男性

鳥羽市 全国

0.00

27.05 26.12

0.00 0.00 0.00

26.23

12.15

0.00
5.00

10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上

女性

19.6

5.0

20.3

26.0

21.2 21.6

11.1 11.3

23.2

18.8

15.2

17.9 18.1
16.3 17.6 16.5 17.3

16.5
18.6

16.9

16.5 16.2 15.7 16.4 16.4 17.3

17.4

0.0

10.0

20.0

30.0

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

鳥羽市 三重県 全国

（％）
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（２）自殺の特徴 

個々の自殺の実態については把握することが難しいため、自殺総合対策推進セ

ンターが地域の自殺の実態を分析した「地域自殺実態プロファイル」を参考にし

ています。 

本市の近年での主な自殺の特徴をみると以下のとおりとなっており、自殺者の

特性として「男性・40～59 歳・有職者・同居」が最多となっています。 

 

自殺者の特性上位５区分 
自殺者数 
(５年計) 割合 

自殺死亡率* 
(人口 10 万対) 背景にある主な自殺の危機経路** 

１位:男性 40～59 歳 
有職 同居 

８ 47.1% 98.8 配置転換→過労→職場の人間関係の
悩み＋仕事の失敗→うつ状態→自殺 

２位:女性 60 歳以上 
無職同居 ２ 11.8% 15.8 身体疾患→病苦→うつ状態→自殺 

３位:男性 20～39 歳 
無職 独居 １ 5.9% 1,900.0 

①【30 代その他無職】失業→生活苦
→多重債務→うつ状態→自殺 
②【20 代学生】学内の人間関係→休
学→うつ状態→自殺 

４位:男性 40～59 歳 
無職 同居 １ 5.9% 148.0 

失業→生活苦→借金＋家族間の不和
→うつ状態→自殺 

５位:男性 60 歳以上 
無職 独居 

１ 5.9% 68.8 
失業（退職）＋死別・離別→うつ状
態→将来生活への悲観→自殺 

※区分の順位は自殺者数の多い順で、自殺者数が同数の場合は自殺死亡率の高い順とした。 

※自殺死亡率の算出に用いた人口は、総務省「令和２年国勢調査」就業状態等基本集計を基に JSCP に

て推計したもの。 

※「背景にある主な自殺の危機経路」は、ライフリンク「自殺実態白書 2013」を参考に推定したもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「1000人実態調査」から見えてきた 

自殺の危機経路 
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（３）生活困窮者の状況 

本市の生活困窮者自立支援事業の新規相談件数は、制度の周知もあってか平成

30 年から増加傾向で推移しており、コロナ禍の令和２年に 133 件の相談件数が

ありました。しかし、以降は減少傾向で推移し、令和５年では 41 件の相談件数と

なっています。 

生活困窮者については、何らかの経済的な問題を抱えており、自殺のリスク要

因となり得るため、適切な支援が必要と考えられます。 

 

 

生活困窮者自立支援事業 新規相談件数 

資料：健康福祉課 

 

※生活困窮者自立支援事業 
生活に困窮している方（社会的孤立も含む）が生活保護等に陥る前の段階での
自立支援を図れるようにするため、専門の支援員が一人ひとりの状況に合わせ
た支援プランを作成し、自立に向けた支援を行う事業。 
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68

133

75

58

41

0

20

40

60

80

100

120

140

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

（件）
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７ アンケート調査結果について 

 

（調査概要） 

１．調査の目的 

・市民の健康づくりに関する意識や生活の状況等について把

握し、健康づくり、食育及び自殺対策の指針となる健康づく

り等に関する次期計画策定に向けた基礎資料を得ることを

目的とする。 

２．調査対象 ・市内に住民登録をしている 18 歳以上の市民（無作為抽出） 

３．調査期間 ・令和６年５月１日から５月 17 日 

４．調査方法 ・郵送による配付・回収及び WEB 回答 

５．回収状況 
配布数 回収数 回収率 

1,500 588 37.2％ 

 

 

（１）自身の健康感や身体状況について 

自身の健康感について、全体でみると、「まあまあ健康だと思う」が 53.8％と最

も高く、次いで「健康だと思う」（21.1％）、「あまり健康でないと思う」（16.7％）、

「健康でないと思う」（7.7％）の順となっています。 

前回調査と比較すると、「健康だと思う」と「まあまあ健康だと思う」の合算で

は 6.9 ポイント減少しています。 

 

 

  

21.1

27.7

53.8

54.1

16.7

13.4

7.7

4.6

0.7

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和６年（N=558）

平成30年（N=799）

健康だと思う まあまあ健康だと思う あまり健康でないと思う

健康でないと思う 無回答



 

25 

 

身長と体重から肥満度を示す体格指数「ＢＭＩ＊」を算出しました。「ＢＭＩ」

を全体でみると、「普通体重」が 60.9％と最も高く、次いで「肥満１度」（22.6％）、

「低体重」（8.4％）、「肥満２～４度」（4.7％）の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）健（検）診について 

過去１年間の健（検）診について全体でみると、『①健康診断』では、「市が実

施した健（検）診」が 36.6％と最も高く、次いで「自分又は家族の職場、学校の

健（検）診」（25.4％）、「受けていない」（16.3％）、「個人的な検診（人間ドック

等）」（12.9％）、「治療中・経過観察中」（4.1％）の順となっています。 

また、各がん検診については、全ての検診で「受けていない」が 50％超となっ

ており、受診者の内訳として「大腸がん検診」（18.8％）が最も高く「肺がん検診」

（13.8％）が最も低くなっています。 

 

36.6

17.0

13.8

18.8

15.1

15.4

25.4

5.2

5.9

4.8

4.6

2.0

12.9

12.0

8.8

10.0

9.8

10.8

4.1

0.4

0.9

1.8

0.7

0.7

16.3

52.5

56.1

52.3

53.4

53.4

4.7

12.9

14.5

12.2

16.4

17.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①健康診断

②胃がん検診

③肺がん検診

④大腸がん検診

⑤乳がん検診

⑥子宮頸がん検診

①～④全体（N=558）

⑤⑥全体（N=305）

市が実施した健（検）診 自分又は家族の職場、学校の健（検）診

個人的な検診（人間ドック等） 治療中・経過観察中

受けていない 無回答

8.4

60.9

22.6

4.7 3.4

0%

20%

40%

60%

80%

低体重 普通体重 肥満（１度） 肥満（２～４度） 不明・無回答

全体（N=558）
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（３）運動について 

１日のうちで、１回につき 30 分以上の運動（仕事、畑以外）をどのくらいして

いるかについて、全体でみると、「ほとんど運動しない」が 45.0％と最も高く、次

いで「週に１～２回程度」（18.3％）、「ほとんど毎日」（17.6％）、「週に３～４回程

度」（16.1％）の順となっています。 

また、週１回以上運動する割合を性別でみると、男性は 56.4％、女性は 48.5％

となっています。 

 

 

※性別の N 値は「無回答」の８名を除く。 

 

１日の平均歩数については、全体でみると、「約 3,000 歩（約 1.8km）未満」が

33.7％と最も高く、次いで「約 3,000～5,000 歩（約 3.0km）未満」（23.8％）、「約

5,000～8,000 歩（約 4.8km）未満」（16.1％）、「約 8,000～10,000 歩（約６km）

未満」（4.3％）の順となっています。 

 

  

17.6

9.8

16.1

14.3

18.3

17.8

45.0

54.2

3.0

4.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和６年（N=558）

平成30年（N=799）

ほとんど毎日 週に３～４回程度 週に１～２回程度

ほとんど運動しない 無回答

ほとんど
毎日

週に３～
４回程度

週に１～
２回程度

ほとんど
運動しな
い

無回答

全体(N=558) 17.6 16.1 18.3 45.0 3.0
男性(N=245) 18.0 18.0 20.4 41.2 2.4
女性(N=305) 17.0 15.1 16.4 48.2 3.3

3.8

33.7 23.8 16.1 4.3 3.9 11.5 2.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=558）

ほとんど家から出ない（入院中等の方を含む） 約3,000歩（約1.8ｋｍ）未満

約3,000～5,000歩（約3.0ｋｍ）未満 約5,000～8,000歩（約4.8ｋｍ）未満

約8,000～10,000歩（約6ｋｍ）未満 約10,000歩以上

わからない 無回答
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（４）歯の健康について 

自身の歯の本数については、全体でみると、「24 本以上」が 31.2％と最も高く、

次いで「10 本～19 本」（21.7％）、「20～23 本」（18.3％）、「１～９本」（12.2％）、

「わからない」（8.2％）の順となっています。 

 

 

定期的な健診の状況については、「受けていない」が 45.7％と最も高く、次いで

「年２回以上」（33.3％）、「年１回」（17.7％）となっており、“受けている”人は

51.0％となっています。 

 

 

（５）たばことお酒について 

喫煙については、全体でみると、「吸わない」が 81.5％と最も高く、“吸う”は

13.5％となっています。その内訳は「紙巻たばこのみ吸っている」（9.0％）、「加熱

式たばこ（プルームテック、アイコス、グローなど）のみ吸っている」（2.5％）、

「紙巻たばこのほか、加熱式たばこや電子たばこを併用している」（1.8％）、「電

子たばこ（ベープなど）のみ吸っている」（0.2％）の順となっています。 

また、喫煙率を性別でみると、男性は 23.3％、女性は 5.6％となっています。 

 

  

31.2 18.3 21.7 12.2 4.7 8.2 3.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=558）

24本以上 20～23本 10本～19本 １～９本

０本 わからない 無回答

33.3

22.9

17.7

18.6

45.7

53.9

3.2

4.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和６年（N=558）

平成30年（N=799）

年２回以上 年１回 受けていない 無回答
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※性別の N 値は「無回答」の８名を除く。 

 

禁煙の希望については、全体でみると、「思う」が 50.7％、「思わない」が 46.7％

となっています。 

 

 

受動喫煙＊の状況は全体でみると、「困っている」が 14.9％、「困っていない」が

78.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

81.5 9.0 2.5

0.2 1.8

5.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=558）

吸わない

紙巻たばこのみ吸っている

加熱式たばこ（プルームテック、アイコス、グローなど）のみ吸っている

電子たばこ（ベープなど）のみ吸っている

紙巻たばこのほか、加熱式たばこや電子たばこを併用している

無回答

吸わない 紙巻たば
このみ
吸ってい
る

加熱式たばこ
（プルーム
テック、アイ
コス、グロー
など）のみ
吸っている

電子たばこ
（ベープな
ど）のみ
吸っている

紙巻たばこの
ほか、加熱式
たばこや電子
たばこを併用
している

無回答

全体(N=558) 81.5 9.0 2.5 0.2 1.8 5.0

男性(N=245) 74.7 14.3 4.9 0.4 3.7 2.0
女性(N=305) 86.9 4.6 0.7 0.0 0.3 7.5

50.7 46.7 2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=75）

思う 思わない 無回答

14.9

23.8

78.5

59.6

6.6

16.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和６年（N=558）

平成30年（N=799）

困っている 困っていない 無回答
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（６）食生活について 

自分に適した栄養バランスや量を考えた食事ができているかについては、全体

でみると、「どちらともいえない」が 42.8％と最も高く、次いで「はい」（29.7％）、

「いいえ」（25.3％）の順となっています。 

 

 

食生活で気になることについては、全体でみると、「栄養バランスの偏り」が

38.2％と最も高く、次いで「塩分の摂取量」（37.6％）、「野菜を食べる量」（36.4％）、

「食べ過ぎ」（35.1％）、「脂肪の摂り過ぎ」（24.6％）の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

29.7 25.3 42.8 2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=558）

はい いいえ どちらともいえない 無回答

38.2

36.4

37.6

24.6

35.1

3.4

3.0

11.5

12.9

9.9

16.7

17.0

2.2

12.4

2.2

0% 20% 40% 60%

栄養バランスの偏り

野菜を食べる量

塩分の摂取量

脂肪の摂り過ぎ

食べ過ぎ

病気による食事制限

欠食

不規則な食事時間

外食、弁当、惣菜などの利用

食品の表示

食の安全

食費

その他

特にない

無回答
全体（N=558）
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（７）こころの健康について 

悩みや苦労、ストレス、不満を感じることについて「現在ある」を全体でみる

と、『②病気など健康の問題（自分の病気の悩み、身体の悩み、心の悩み等）』（35.5％）

が最も高く、次いで『①家庭の問題（家族関係の不和、子育て、家族の介護・看

病等）』（23.5％）、『④勤務関係の問題（転勤、仕事の不振、職場の人間関係、長

時間労働等）』（16.7％）、『③経済的な問題（倒産、事業不振、借金、失業、生活困

窮等）』（16.1％）の順となっています。 

 

 

  

43.7

41.8

61.3

47.0

71.5

67.9

46.6

27.1

17.4

16.7

24.9

12.9

14.5

2.9

23.5

35.5

16.1

16.7

2.9

1.3

3.6

5.7

5.4

5.9

11.5

12.7

16.3

47.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①家庭の問題

②病気など健康の問題

③経済的な問題

④勤務関係の問題

⑤恋愛関係の問題

⑥学校の問題

⑦その他

全体（N=558）

意識して感じたことはない かつてあったが、今はない

現在ある 無回答
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睡眠で休養がとれているかについては、全体でみると、「まあまあとれている」

が 56.6％と最も高く、次いで「十分とれている」（20.4％）、「あまりとれていない」

（19.0％）、「全くとれていない」（2.3％）の順となっています。 

 

 

ストレスや不安の解消については、全体でみると、「ときどきできる」が 54.1％

と最も高く、次いで「いつもできる」（30.6％）、「ほとんどできない」（10.8％）の

順となっています。 

また、ストレスや不安を解消できない割合を性別でみると、男性は 9.4％、女性

は 12.1％となっています。 

 

 

※性別の N 値は「無回答」の８名を除く。 

 

  

20.4

19.3

56.6

50.1

19.0

22.4

2.3

5.5

1.6

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和６年（N=558）

平成30年（N=799）

十分とれている まあまあとれている あまりとれていない

全くとれていない 無回答

30.6

18.9

54.1

55.3

10.8

16.3

4.5

9.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和６年（N=558）

平成30年（N=799）

いつもできる ときどきできる ほとんどできない 無回答

いつも
できる

ときどき
できる

ほとんど
できない

無回答

全体(N=558) 30.6 54.1 10.8 4.5

男性(N=245) 33.9 52.7 9.4 4.1
女性(N=305) 27.5 56.4 12.1 3.9
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最近１か月間のあなたの様子について、全体でみると、「はい」と回答した項目

について『①毎日の生活が充実しているか』（70.3％）が最も高く、『⑥最近ひど

く困ったことやつらいと思ったことがあるか』（27.6％）が最も低くなっています。 

 

 

最近１か月間の様子について、ネガティブな回答を１点、ポジティブな回答を

０点として、①～⑤の項目の合計点を求め、スコア２点以上を「リスクあり」と

みなして判定した場合、「うつリスクあり」は全体の 56.1％となっています。 

 

 

 

  

70.3

64.2

55.4

58.2

45.9

27.6

25.6

31.2

40.9

36.7

50.0

68.1

4.1

4.7

3.8

5.0

4.1

4.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①毎日の生活が充実しているか

②これまで楽しんでやれていたことが、今

も楽しんでできているか

③以前は楽に出来ていたことが、

今ではおっくうに感じられるか

④自分は役に立つ人間だと

考えることができるか

⑤わけもなく疲れたような感じがするか

⑥最近ひどく困ったことやつらいと

思ったことがあるか

全体（N=558）

はい いいえ 無回答

56.1 43.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（N=515）

うつリスクあり うつリスクなし
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８ 第３次鳥羽市健康増進計画・鳥羽市食育推進計画及びいのち支える

鳥羽市自殺対策計画の評価について 
 

（１）計画評価概要 

第３次鳥羽市健康増進計画・鳥羽市食育推進計画及びいのち支える鳥羽市自殺

対策計画（以下「第３次計画等」という。）の評価を行うために、実施している具

体的な取組における施策分野ごとの評価指標について、達成状況の整理を行いま

した。 

全体としては評価指標 62 に対し「◯」達成が 46.8％、「△」変わらないが 6.5％、

「✕」未達成が 46.8％となり、現状維持以上の達成であったものは 33 項目 53.3％

という結果となっています。 

達成状況を施策分野別でみると、「２．歯と口の健康づくり」、「４．こころの健

康づくり」と「７．食育活動の推進」の達成状況が高く、「５．生活習慣病対策」

と「６．適切な食生活の推進」が低くなっています。 

 
 

評価 内容 指標項目数 達成状況 

◯ 達成 改善している 29 46.8％ 

△ 変わらない 
現状維持、改善傾向

あり 
４ 6.5％ 

✕ 未達成 悪化している 29 46.8％ 

※四捨五入の関係で 100.0％とならない場合があります。 

 

施策分野 指標項目数 達成状況 

１．運動習慣による健康保持 5 20.0％ 

２．歯と口の健康づくり 12 75.0％ 

３．禁煙と適正飲酒 5 40.0％ 

４．こころの健康づくり 6 83.3％ 

５．生活習慣病対策 12 25.0％ 

６．適切な食生活の推進 7 0.0％ 

７．食育活動の推進 5 80.0％ 

８．自殺対策 10 50.0％ 
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（２）第３次鳥羽市健康増進計画の達成状況 

 

１．運動習慣による健康維持 

（１）健康づくりのために運動習慣を身につけましょう 

（２）日常生活の中で意識して体を動かしましょう 

第３次計画等で掲げた指標の達成状況をみると、達成（改善されている）

項目はNo.１「週１回以上運動する人の割合」の１項目となり、本施策分野

の達成状況は20％となっています。 

しかしながら、No.３「１回30分以上の軽く汗をかく運動を週２回以上、

１年以上実施していない人の割合」及び No.４「日常生活において歩行また

は同等の身体活動を１日１時間以上実施していない人の割合」については未

達成（悪化している）ではあるものの、平成30年の実績値よりは改善されて

います。 

 

No. 項目 
平成 30 年度 

実績値 
令和６年度 
目標値 

令和６年度 
現状値 

評価 

１ 

週１回以上運動する人の

割合 
男性：40.3％ 増加 56.3％ ◯ 

週１回以上運動する人の

割合 
女性：42.9％ 増加 48.5％ ◯ 

２ 
ストレッチ教室延べ参加

者数 
2,908人 増加 1,370人

※ ✕ 

３ 

１回 30 分以上の軽く汗を

かく運動を週２回以上、１

年以上実施していない人

の割合 

72.6％ 
三重県の平均値 

（63.0％） 
68.1％ ✕ 

４ 

日常生活において歩行ま

たは同等の身体活動を１

日１時間以上実施してい

ない人の割合 

63.6％ 
三重県の平均値 

（55.0％） 
60.3％ ✕ 

５ 
同世代の同性と比較して

歩行速度が遅い人の割合 
61.4％ 

三重県の平均値 

（58.2％） 
62.4％ ✕ 

※新型コロナウイルス感染症の影響が大きいと推測します。 
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２．歯と口の健康づくり 

（１）子どものむし歯を予防しましょう 

（２）歯周病について正しい知識をもち予防しましょう 

第３次計画等で掲げた指標の達成状況をみると、ほとんどの項目で達成

（改善されている）項目となっており、未達成（悪化している）項目は No.

２「むし歯のない幼児（３歳児）の割合」、No.９「食事をかんで食べる時、

何でもかんで食べられる人の割合」と No.10「８０２０運動＊を知っている

人の割合」の３項目となり、本施策分野の達成状況は75.0％となっています。 

 

No. 項目 
平成 30 年度 

実績値 
令和６年度 
目標値 

令和６年度 
現状値 

評価 

１ 

１日３回以上間食をする

幼児（１歳６か月児）の割

合 

8.6％ 減少 2.9％ ◯ 

２ 
むし歯のない幼児（３歳

児）の割合 
76.5％ 

三重県の平均値 

（89.8％ R４） 
88.2％ ✕ 

３ 
仕上げ磨きを毎日する人

の割合 
90.7％ 増加 96.1％ ◯ 

４ 

おやつを与える回数を決

めていない幼児（３歳児）

の割合 

34.0％ 減少 32.9％ ◯ 

５ 
むし歯のない幼児（５歳

児）の割合 
49.0％ 増加 59.3％ ◯ 

６ 
１日２回以上歯みがきを

する人の割合 
69.8％ 増加 77.6％ ◯ 

７ 
歯間清掃用具

＊
を使用する

人の割合 
47.9％ 増加 53.4％ ◯ 

８ 
定期的に歯科健診を受け

る人の割合 
41.5％ 増加 51.1％ ◯ 

９ 

食事をかんで食べる時、何

でもかんで食べられる人

の割合 

70.9％ 
三重県の平均値 

（76.7％） 
69.6％ ✕ 

10 
８０２０運動を知ってい

る人の割合 
51.8％ 増加 47.7％ ✕ 

11 
かかりつけ歯科医を持つ

人の割合 
74.8％ 増加 75.6％ ◯ 

12 

歯科医師、歯科衛生士から

歯みがき指導を受けたこ

とがある人の割合 

58.4％ 増加 60.2％ ◯ 
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３．禁煙と適正飲酒 

（１）禁煙や受動喫煙防止に取り組みましょう 

（２）お酒は節度ある適度な飲酒を心がけましょう 

第３次計画等で掲げた指標の達成状況をみると、達成（改善されている）

項目は No.１「喫煙率」と No.２「職場や公共の場において、周囲の喫煙で

困っている人の割合」の２項目となり、本施策分野の達成状況は40.0％とな

っています。 

また、未達成（悪化している）項目は No.３「毎日お酒を飲む人の割合」

と No.４「１日あたりのお酒の適量を知っている人の割合」となり、変わら

ない（現状維持、改善傾向あり）はNo.５「「１日３合以上飲酒する人の割合」

の１項目となっています。 

 

No. 項目 
平成 30 年度 

実績値 
令和６年度 
目標値 

令和６年度 
現状値 

評価 

１ 

喫煙率 男性：26.3％ 減少 23.3％ ◯ 

喫煙率 女性：5.3％  減少 5.6％ △ 

２ 

職場や公共の場において、

周囲の喫煙で困っている

人の割合 

23.8％ 減少 14.9％ ◯ 

３ 

毎日お酒を飲む人の割合 男性：42.3％ 
三重県の平均値 

（39.0％） 
45.3％ ✕ 

毎日お酒を飲む人の割合 女性：9.5％  
三重県の平均値 

（9.2％） 
9.7％ △ 

４ 

１日あたりのお酒の適量

を知っている人の割合 
男性：48.0％ 増加 46.5％ ✕ 

１日あたりのお酒の適量

を知っている人の割合 
女性：25.8％ 増加 23.9％ ✕ 

５ 
１日３合以上飲酒する人

の割合 
2.5％ 

三重県の平均値 

（2.1％） 
2.5％ △ 
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４．こころの健康づくり 

（１）自分に合ったストレス対処法を身につけましょう 

（２）悩みは抱え込まず相談しましょう 

第３次計画等で掲げた指標の達成状況をみると、ほとんどの項目で達成

（改善されている）項目となっており、未達成（悪化している）項目は No.

１「「後後10時までに就寝する幼児の割合」の１項目となり、本施策分野の達

成状況は83.3％となっています。 

 

No. 項目 
平成 30 年度 

実績値 
令和６年度 
目標値 

令和６年度 
現状値 

評価 

１ 
午後 10 時までに就寝する

幼児の割合 
58.5％ 増加 48.7％ ✕ 

２ 

ストレスや不安をほとん

ど解消できない人の割合 
男性：18.3％ 減少 9.4％ ◯ 

ストレスや不安をほとん

ど解消できない人の割合 
女性：14.2％ 減少 12.1％ ◯ 

３ 

睡眠で休養が得られてい

ない人の割合 
男性：21.5％ 

三重県の平均値 

（21.5％） 
20.8％ ◯ 

睡眠で休養が得られてい

ない人の割合 
女性：25.1％ 

三重県の平均値 

（22.2％） 
22.3％ △ 

４ 
眠るためにアルコールを

いつも用いる人の割合 
8.8％ 減少 7.2％ ◯ 

５ 

ゲートキーパー（メンタル

パートナー）
＊
を知ってい

る人の割合 

3.5％ 増加 10.4％ ◯ 

６ 

ストレスや悩みなどにつ

いて誰かに相談する人の

割合 

48.6％ 増加 54.1％ ◯ 
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５．生活習慣病対策 

（１）健康診査・がん検診を受診し健康管理に取り組みましょう 

（２）肥満や糖尿病の重症化を予防しましょう 

第３次計画等で掲げた指標の達成状況をみると、達成（改善されている）

項目はNo.４「「鳥羽市特定健康診査（国民健康保険被保険者）受診者のうち、

ＢＭＩ25以上の割合」、No.９「「子宮頸がん検診受診率」とNo.12「「糖尿病受

診勧奨域の人の割合」の３項目となり、本施策分野の達成状況は25.0％とな

っています。 

また、変わらない（現状維持、改善傾向あり）はNo.６「大腸がん検診受

診率」とNo.11「「かかりつけ医のいる人の割合」の２項目となり、それ以外

の項目は未達成（悪化している）となっています。 

ただし、未達成項目のNo.１「特定健康診査の受診率（国民健康保険被保

険者）」は平成30年実績値よりも改善されています。 

 

No. 項目 
平成 30 年度 

実績値 
令和６年度 
目標値 

令和６年度 
現状値 

評価 

１ 
特定健康診査の受診率（国

民健康保険被保険者） 
52.5％ 60.0％ 55.2％（R4） ✕ 

２ 
特定保健指導の実施率（国

民健康保険被保険者） 
11.1％ 45.0％ 3.8％（R4） ✕ 

３ 

メタボリックシンドロー

ムの該当者・予備群者の割

合 

男性：58.6％ 
三重県の平均値 

（51.3％ R4） 
60.8％（R4） ✕ 

メタボリックシンドロー

ムの該当者・予備群者の割

合 

女性：20.7％ 
三重県の平均値 

（17.8％ R4） 
22.6％（R4） ✕ 

４ 

鳥羽市特定健康診査（国民

健康保険被保険者）受診者

のうち、ＢＭＩ25以上の割

合 

男性：42.4％ 減少 40.7％（R4） ◯ 

鳥羽市特定健康診査（国民

健康保険被保険者）受診者

のうち、ＢＭＩ25以上の割

合 

女性：28.1％ 減少 26.0％（R4） ◯ 

５ 胃がん検診受診率 
15.6％ 

（Ｈ29年度） 
増加 13.0％（R4） ✕ 

６ 大腸がん検診受診率 
11.3％ 

（Ｈ29年度） 
増加 11.4％（R4） △ 
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７ 肺がん検診受診率 
4.3％ 

（Ｈ29年度） 

三重県の平均値 

（6.8％ R4） 
3.7％（R4） ✕ 

８ 乳がん検診受診率 
20.4％ 

（Ｈ29年度） 
増加 16.1％（R4） ✕ 

９ 子宮頸がん検診受診率 
21.9％ 

（Ｈ29年度） 
増加 22.8％（R4） ◯ 

10 前立腺がん検診受診率 18.8％ 増加 17.4％ ✕ 

11 
かかりつけ医のいる人の

割合 
80.7％ 増加 80.1％ △ 

12 

糖尿病受診勧奨域（空腹時

血糖値 126 ㎎/㎗ HbA1c 

6.5%以上）の人の割合 

10.3％ 減少 8.7％ ◯ 
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鳥羽市食育推進計画の達成状況 

６．適切な食生活の推進 

食からこころとからだの健康づくりをはじめましょう 

～みんなで実践こころとからだにおいしい食事～ 

第３次計画等で掲げた指標の達成状況をみると、全ての項目で未達成（悪

化している）となっており、達成状況は０％となっています。 

ただし、No.６「「食食を欠食する子どもの割合」の中学３年生については、

平成30年の実績値より改善されています。 

    

No. 項目 
平成 30 年度 

実績値 
令和６年度 
目標値 

令和６年度 
現状値 

評価 

１ 

エネルギーを適量にとる

ように気をつけて実践し

ている人の割合 

45.8％ 増加 42.3％ ✕ 

２ 

塩分をとり過ぎないよう

に気をつけて実践してい

る人の割合 

57.3％ 増加 49.8％ ✕ 

３ 

野菜をたくさん食べるよ

うに気をつけて実践して

いる人の割合 

70.8％ 増加 66.3％ ✕ 

４ 朝食を欠食する人の割合 

成人 

（20-30歳代） 

：19.4％ 

減少 

22.4％ 

（（18-29 歳：

24.0％+30-39 歳：

20.7％）÷2） 

✕ 

５ 
朝食を欠食する子どもの 

割合 

小学６年生

（Ｈ31 年度） 

：6.3％ 

三重県の平均値 

（6.4％） 
8.3％ ✕ 

６ 
朝食を欠食する子どもの 

割合 

中学３年生

（Ｈ31 年度） 

：10.7％ 

三重県の平均値 

（8.5％） 
9.2％ ✕ 

７ 

主食
＊
・主菜

＊
・副菜

＊
を組

み合わせた食事を 1日 2回

以上ほぼ毎日食べている

人の割合 

成人 

（20-30歳代） 

：44.1％ 

増加 

29.8％ 

（（18-29 歳：

32.0％+30-39 歳：

27.6％）÷2） 

✕ 
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７．食育活動の推進 

生活の多様性と伝統、家庭と地域、生産と食卓がつながる食育活動を実践しま

しょう 

～日本一魚をおいしく食べるまち鳥羽～ 

第３次計画等で掲げた指標の達成状況をみると、ほとんどの項目で達成

（改善されている）項目となっており、本施策分野の達成状況は80.0％とな

っています。 

また、未達成（悪化している）項目はなく、変わらない（現状維持、改善

傾向あり）は No.１「食育について関心のある人の割合」の１項目となって

います。 

 

No. 項目 
平成 30 年度 

実績値 
令和６年度 
目標値 

令和６年度 
現状値 

評価 

１ 
食育について関心のある

人の割合 
71.6％ 増加 71.3％ △ 

２ 

鳥羽産の農水産物を月に

数回以上食べている人の

割合 

73.9％ 増加 74.7％ ◯ 

３ 
鳥羽の郷土料理を知って

いる人の割合 
27.0％ 増加 30.3％ ◯ 

４ 

農業や漁業の体験、見学を

する学校や保育所、幼稚園

の割合 

小学校 

87.5％ 
増加 100.0％ ◯ 

農業や漁業の体験、見学を

する学校や保育所、幼稚園

の割合 

保育所、幼稚

園 

100.0％ 

維持 100.0％ ◯ 

５ 

給食における鳥羽産農水

産物を使用した回数 

学校、幼稚園 

年平均 52回 
増加 10.4％ ー※ 

給食における鳥羽産農水

産物を使用した回数 

保育所 

年 3回 
増加 

年 14回 

※未満児は毎回 
◯ 

※評価指標が食材の使用回数から使用割合（全体の食材の中の鳥羽産の食材）に変更されたた

め、今回は評価困難としています。 
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（３）いのち支える鳥羽市自殺対策計画の達成状況 

８．自殺対策 

～誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して～ 

第３次計画等で掲げた指標の達成状況をみると、達成（改善されている）項目

は No.１「自殺者数の減少」、No.２「睡眠で休養が十分とれていない人の割合」、

No.３「ストレスにうまく対処できない人の割合」、No.４「ゲートキーパー（メン

タルパートナー）を知っている人の割合」及び No.５「ストレスや悩みなどにつ

いて誰かに相談する人の割合」の５項目となり、本施策分野の達成状況は 50.0％

となっています。 

また、未達成（悪化している）項目は No.６「自殺対策について広報等による

啓発を行った回数」、No.７「ゲートキーパー養成数」、No.８「生活困窮者からの

新規相談受付件数」、No.９「自殺対策庁内連携会議等の開催回数」及び No.10「県

開催の相談窓口対応力向上研修参加担当部署数」の５項目となっています。 

No. 項目 
平成 30 年度 

実績値 
令和６年度 
目標値 

令和６年度 
現状値 

評価 

１ 自殺者数の減少 
25人 

(Ｈ24-28 年累計) 
減少 

17人 

（Ｈ30-R4 累計） 
◯ 

２ 
睡眠で休養が十分とれて

いない人の割合 
27.9％ 減少 21.3％ ◯ 

３ 
ストレスにうまく対処で

きない人の割合 
16.3％ 減少 10.8％ ◯ 

４ 

ゲートキーパー（メンタル

パートナー）を知っている

人の割合 

3.5％ 増加 10.4％ ◯ 

５ 

ストレスや悩みなどにつ

いて誰かに相談する人の

割合 

48.6％ 増加 54.1％ ◯ 

６ 
自殺対策について広報等

による啓発を行った回数 
２回 ４回 ２回 ✕ 

７ ゲートキーパー養成数 ー 延べ 250人 延べ 165人 ✕ 

８ 
生活困窮者からの新規相

談受付件数 

60件 

（2017年度） 
増加 41件 ✕ 

９ 
自殺対策庁内連携会議等

の開催回数 
１回/年 ２回/年 1回/年 ✕ 

10 
県開催の相談窓口対応力

向上研修参加担当部署数 
１ ５ １ ✕ 
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第３章 健康増進計画 食育推進計画 

１ 計画の基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我が国は高齢化率が 28.8％（令和２年国勢調査）となり、超高齢社会の中、人

生 100 年時代を迎えようとしています。平均寿命が延びる一方で、社会の多様化

にともない各人の健康課題も多様化し、生活習慣のさらなる改善を含め、個人の

行動と健康状態の改善が必要となっています。 

健康日本２１（第三次）では、「誰一人取り残さない健康づくり」と「より実効

性をもつ取組の推進」に重点を置き、「全ての国民が健やかで心豊かに生活できる

持続可能な社会の実現」をビジョンに掲げ、健康寿命の延伸と健康格差の縮小に

向けた取組を進めています。 

本計画では、健康日本２１（第三次）のビジョンと第六次鳥羽市総合計画の将

来都市像「誰もがキラめく鳥羽 海の恵みがつなぐ鳥羽」に込められた「市民一

人一人が幸福を実感しキラめき続けられるまち」という想いの実現を目指し、現

行計画の基本理念を引き続き踏襲し「心がけよう健康づくり、みんなで支えよう

一人ひとりの健康づくり」を基本理念に設定します。 

鳥羽で暮らす全ての人たちが幸福を実感し、「キラめき」ながら暮らすことがで

きるよう、市民の健康寿命の延伸及び心身の健康感の向上に取り組みます。 

 

  

 

「心がけよう健康づくり、 

みんなで支えよう一人ひとりの健康づくり」 

基本理念 
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２ 計画の基本目標 

 

（１）健康寿命の延伸 

全国的に平均寿命が延びている中、生涯にわたり健康で充実した活力ある生活

を営むためには、健康寿命の延伸が重要となります。生活習慣の改善、生活習慣

病の発症・重症化の予防を推進し、自立して心身ともに健康的な日常生活を送れ

るよう取り組みます。 

 

（２）心身の健康感の向上 

日頃から健康に対する意識を高め、健康的な食生活や適度な運動に気を配り、

健康づくりや病気の予防を心がけるなど、自ら健康づくりに積極的に取り組むこ

とで、市民一人ひとりが、幸福を実感し「キラめき」ながら暮らせるよう取り組

みます。 

 

（３）評価目標 

計画の基本目標の実現に向けて評価指標を設定し、具体的な取組を推進してい

きます。 

 

■目標指標 

項 目 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 11 年度） 
データ元 

健康寿命 男性：78.1歳 

女性：81.2歳 
延伸 

みえの健康指標 

健康及びまあまあ健康だと思う人の

割合 
74.9％ 82.0％以上 

アンケート調査 

うつリスクなしの人の割合 

43.9％ 48.0％以上 

アンケート調査 
１か月の様子の５設
問のよるうつリスク
スコア２点以上の割
合 
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３ 計画の基本方針 

 

基本方針１ がん・生活習慣病対策 

健康寿命の延伸を実現するには、生活習慣病の予防とともに、心身の健康を維

持し、生活機能をできる限り向上させることが重要といえます。高齢化にともな

い生活習慣病の有病者は増加が見込まれており、市民一人ひとりの健康状態の把

握とともに、生活習慣の改善や重症化予防を積極的に進め、がん・生活習慣病対

策を推進します。 

 

基本方針２ ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり 

現在の健康状態は、これまでの自らの生活習慣や社会環境の影響を受けたこと

によるものであり、今後は、人生 100 年時代が本格的に到来し、社会環境がより

一層多様化することを踏まえ、将来における生活機能の維持・向上を図るために、

各ライフステージに合わせた健康状態の把握と管理をライフコースアプローチ

（現在の健康状態はこれまでの生活習慣や社会環境等の影響を受ける可能性があ

ることや次世代の健康にも影響を及ぼす可能性があることを踏まえ、各個人の生

涯を経時的に捉えて考える）の観点も踏まえて、より一層進めていきます。 

 

ライフステージ 

妊産婦期・

乳幼児期 
（0-5 歳） 

 
学童期・ 

思春期 
（6-18 歳） 

 
青年期・ 

壮年期 
（19-64 歳） 

 
高齢期 

（65 歳以上） 

 

基本方針３ こころの健康の維持向上 

近年は社会の動きが早く複雑化しており、健康問題や経済・生活問題、人間関

係の問題等による精神疾患などうつ状態になる人が増加しています。こころの健

康は身体の健康と密接な関係があることから、市民一人ひとりが、自分に合った

心身の疲労回復やストレス対処法を知り、こころの健康の維持向上に努めること

ができるよう環境や体制の整備に取り組みます。 

また、困った時には一人で悩まずに周囲に相談ができるよう、環境や体制を整

備し、自殺リスクの早期発見・対処に努めます。  
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４ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本

理念 

基本方針１ がん・生活習慣病対策 

「心がけよう健康づくり、 

みんなで支えよう一人ひとりの健康づくり」 

基本

目標 
健康寿命の延伸 心身の健康感の向上 

がん、糖尿病、循環器病の重症化予防 

基本方針２ ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり 

①運動習慣による健康保持   ②歯と口の健康づくり  

③禁煙と適正飲酒         ④適切な食生活・食育活動 

基本方針３ こころの健康の維持向上 

こころの健康づくり 
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５ 計画の具体的な取組 

 

基本方針１ がん・生活習慣病対策 

がんは、本市において男女ともに死因の第１位であり、男性の年齢調整死亡率

は県より高く、市民の生命や健康に重大な影響を及ぼす疾患となっています。し

かし、がんは喫煙（受動喫煙含む。）、飲酒、運動不足、肥満などのリスク要因を

改善することで予防することができる病気であり、早期発見と適切な治療を受け

ることで、治せる病気でもあります。早期発見を心がけ、定期的にがん検診を受

ける習慣を持つことが重要といえます。 

また、生活習慣が原因で起きる疾患（生活習慣病）は、がん以外に心疾患、脳

血管疾患、糖尿病や高血圧、脂質異常症＊などがあり、本市の 40 歳から 64 歳に

おける生活習慣病死亡率は男女ともに県より高い状況です。アンケート調査にお

けるＢＭＩ判定結果として、18.5 未満の低体重は 8.4％、肥満１度は 22.6％、肥

満２～４度は 4.7％となっています。 

自身の健康状態を正確に把握できるよう、定期的な健康診査（健診）の受診を

促し、生活習慣の改善による予防と、医療機関の受診や保健指導等による重症化

予防を推進します。 

 

 

 

自身の健康状態を把握し、生活習慣の改善など健康管理が

できており、生活習慣病の発症予防に取り組まれています。 

 

 

■具体的な取組 

取 組 内 容 
ライフ 

ステージ 

健康診査やがん検診

の啓発 

市の広報誌やホームページを活用し、健康診査やが

ん検診の受診について啓発します。 

全世代 

保健指導の環境整備 特定保健指導（国保被保険者）が受けやすいよう日

程調整等を行います。 

青年期・壮年期 

高齢期 

生活習慣病予防のた

めの教室 

生活習慣病予防のための教室を開催します。 青年期・壮年期 

高齢期 

糖尿病や生活習慣病

予防の啓発 

各種機会を利用して、糖尿病や生活習慣病予防の啓

発を行います。 

青年期・壮年期 

高齢期 

みんなで目指す鳥羽市の姿 
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糖尿病の受診勧奨 

支援 

特定健診（国保被保険者）の結果、糖尿病の受診勧

奨域で未受診の人の受診勧奨などの支援を行いま

す。 

青年期・壮年期 

高齢期 

糖尿病性の重症化 

予防 

糖尿病性の重症化を予防するため保健指導を行いま

す。 

青年期・壮年期 

高齢期 

健康マイレージ事業 

の実施 

健康づくりへの関心を高め、主体的に健康づくりに

取り組むきっかけを提供します。 

青年期・壮年期 

高齢期 

子どもたちへの生活

習慣病の予防啓発 

子どもの頃からの生活習慣病予防について啓発を行

います。 

妊産婦期・乳幼児期 

学童期・思春期 

 

■目標指標 

項 目 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 11 年度） 
データ元 

特定健康診査の受診率 

（国民健康保険被保険者） 

55.2％ 

（R4） 
60.0％ 

特定健診・特定保健

指導実施結果集計表 

（市民課） 
特定保健指導の実施率 

（国民健康保険被保険者） 

3.8％ 

（R4） 
45.0％ 

メタボリックシンドロームの該当

者・予備群者の割合 

男性：60.8％ 

女性：22.6％ 

（R4） 

男性：51.0％ 

女性：17.0％ 

鳥羽市特定健康診査（国民健康保険

被保険者）受診者のうち、ＢＭＩ25

以上の割合 

男性：40.7％ 

女性：26.0％ 

（R4） 

男性：36.0％ 

女性：23.0％ 

国保特定健康診査結

果（人間ドック分除

く） 

胃がん検診受診率 

 

13.0％ 

（R4） 
14.0％ 

地域保健・健康増進

事業報告 

大腸がん検診受診率 

 

11.4％ 

（R4） 
12.0％ 

肺がん検診受診率 

 

3.7％ 

（R4） 
4.0％ 

乳がん検診受診率 

 

16.1％ 

（R4） 
17.0％ 

子宮頸がん検診受診率 

 

22.8％ 

（R4） 
25.0％ 

前立腺がん検診受診率 

 

17.4％ 

（R4） 
19.0％ 

課内事業実績 

かかりつけ医のいる人の割合 80.1％ 88.0％ 
アンケート調査 

糖尿病受診勧奨域 

（空腹時血糖値 126㎎/㎗ HbA1c  

6.5%以上）の人の割合 

8.7％ 7.0％ 
国保特定健康診査結

果（人間ドック分除

く） 
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基本方針２ ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり 

 

（１）運動習慣による健康保持 

身体活動・運動の量は、生活習慣病の予防、筋・骨格系疾患やフレイル＊の予防、

うつ病や認知症等に効果があり、生活機能の維持・向上や健康寿命の延伸に効果

があるといわれています。 

アンケート調査では、１日のうちの 30 分以上の運動について、回答者の 45％

（男性：41.2％ 女性：48.2％）が「ほとんど運動しない」と答えており、また、

１日の平均歩数について「約 3,000 歩（約 1.8km）未満」（33.7％）が最も多いこ

とから、運動量の少ない市民が多いと考えられます。 

また、本市では、公共交通よりも自動車に頼る生活を送る人が多く、運動不足

になりやすい環境にあります。そのため、運動効果の啓発や運動機会の創出を図

るなど運動の習慣化を促進するとともに、運動について気軽に相談できる環境づ

くりに努め、高齢になってもいきいきと活動できる健康の確保を目指します。 

 

 

子どものころから運動が習慣化しており、日頃から身体を

動かすことを楽しみ、生活習慣病やうつ病、認知症等の予防

が実践されています。 

また、高齢者は介護を必要とせず外出するなど、健康で自

立した生活を送っています。 
 

 

■具体的な取組 

取 組 内 容 
ライフ 

ステージ 

運動効果の啓発 市の広報誌やホームページを活用し、運動の効果につ

いて啓発します。 

また、乳幼児や成人対象の各種検（健）診や教室等の機

会を利用し運動の啓発を行います。 

全世代 

ウォーキングマップの

周知と活用の推進 

ウォーキングマップの活用を推進します。 全世代 

運動機会の提供 各種運動の教室を実施し、運動の機会を提供します。 全世代 

みんなで目指す鳥羽市の姿 
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■目標指標 

項 目 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 11 年度） 
データ元 

週１回以上運動する人の割合 男性：56.3％ 

女性：48.5％ 

男性：61.0％ 

女性：53.0％ 

アンケート調査 

ストレッチ教室等延べ参加者数 
1,370人 1,500人 

課内事業実績 

鳥羽市運動施設利用者数 
66,266人 69,600人 

教育委員会事業実績 

１回 30分以上の軽く汗をかく運動

を週２回以上、１年以上実施してい

ない人の割合 

68.1％ 61.0％ 

ＫＤＢシステム 

日常生活において歩行または同等の

身体活動を１日１時間以上実施して

いない人の割合 

60.3％ 54.0％ 

ＫＤＢシステム 

同世代の同性と比較して歩行速度が

遅い人の割合 
62.4％ 56.0％ 

ＫＤＢシステム 

 

 

 

  

ストレッチ教室 
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（２）歯と口の健康づくり 

歯と口の健康づくりは、「食べる」、「呼吸する」、「会話を楽しむ」など、一人ひ

とりが幸福を実感し続けられるために欠かせない要素の１つです。 

アンケート調査では、自分の歯が 20 本以上の人は 49.5％、定期的な歯科健診

を「受けていない」人は 45.7％となっており、歯と口腔の健康づくり推進のため

には「ライフステージに応じた取組」が重要です。 

生涯にわたり歯と口の健康を維持し、生活の質の向上を図るためにも、乳幼児

期からの口腔ケア＊習慣や定期的な歯科健診などの啓発や情報の提供を促進して

いきます。 

 

 

生涯にわたり自分の歯でおいしく食事ができ、生活の質の

向上と全身の健康が確保されています。 

 
 

■具体的な取組 

取 組 内 容 
ライフ 

ステージ 

子どものむし歯・ 

歯周病予防の啓発 

市の広報誌やホームページを活用し、子どものむし

歯予防や歯周病予防の啓発を行います。 

妊産婦期・乳幼児期 

学童期・思春期 

フッ化物＊利用の促

進 

現在実施しているフッ化物を用いたむし歯予防の取

組を継続・拡充していきます。 

市の広報誌やホームページを活用し、フッ化物利用

の啓発を行います。 

全世代 

かむことの大切さの

啓発 

市の広報誌やホームページを活用し、かむことの大

切さについて啓発します。 

全世代 

児童・生徒の口腔 

ケア指導 

小中学校において望ましい生活習慣・口腔ケアにつ

いて指導します。 

学童期・思春期 

歯周疾患検診の推進 歯周疾患の早期発見・早期治療を図ります。 青年期・壮年期 

高齢期 

歯周病と健康に関す

る知識の普及・啓発 

市の広報誌やホームページを活用し、全身の健康（糖

尿病等）と歯周病との関わりについて知識の普及啓

発を行います。 

青年期・壮年期 

高齢期 

むし歯・歯周病の 

予防促進 

歯間清掃用具の使用や定期的な歯科健診、歯周疾患

検診の受診を勧奨します。 

全世代 

関係機関との連携 

促進 

鳥羽市歯科口腔保健推進会議を開催し、関係機関や

関係団体との連携を促進し、歯科保健の向上を図り

ます。 

― 

みんなで目指す鳥羽市の姿 
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■目標指標 

項 目 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 11 年度） 
データ元 

１日３回以上間食をする幼児（１歳

６か月児）の割合 
2.9％ 2.0％ 

課内事業実績 

むし歯のない幼児（３歳児）の割合 
88.2％ 98.0％ 

課内事業実績 

むし歯のない幼児（５歳児）の割合   
59.3％ 65.0％ 

保育所、幼稚園歯科

健診結果 

むし歯のない児童（12歳児）の 

割合   
59.3％ 70.0％ 

学校健康状態調査 

仕上げ磨きを毎日する人の割合 
96.1％ 100％ 

課内事業実績 

おやつを与える回数を決めていない

幼児（３歳児）の割合 
32.9％ 29.0％ 

課内事業実績 

１日２回以上歯みがきをする人の 

割合 
77.6％ 85.0％ 

アンケート調査 

歯間清掃用具を使用する人の割合 
53.4％ 58.0％ 

アンケート調査 

定期的に歯科健診を受ける人の割合 
51.1％ 56.0％ 

アンケート調査 

食事をかんで食べる時、何でもかん

で食べられる人の割合 
69.6％ 76.0％ 

ＫＤＢシステム 

８０２０運動を知っている人の割合 
47.7％ 52.0％ 

アンケート調査 

かかりつけ歯科医を持つ人の割合 
75.6％ 83.0％ 

アンケート調査 

歯科医師、歯科衛生士から歯みがき

指導を受けたことがある人の割合 
60.2％ 66.0％ 

アンケート調査 

 

 

 

 

  

フッ化物洗口（かもめ幼稚園） 
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（３）禁煙と適正飲酒 

喫煙は、がん、循環器疾患、慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）＊や結核などの呼吸

器疾患＊、糖尿病、歯周病など多くの病気に共通した予防可能なリスク要因とされ

ています。女性の喫煙は、自身の健康を害することに加えて、妊娠・出産にも影

響を与え、早産、低出生体重・胎児発育遅延などを引き起こす可能性があります。

また、たばこの煙を吸わされてしまう受動喫煙でも、喫煙と同様に健康への悪影

響があります。 

アンケート調査では、男性の喫煙率は 23.3％、女性は 5.6％となっており、喫

煙者の禁煙希望は 50.7％となっています。また、周囲の喫煙で困っている（受動

喫煙）人は 14.9％となっていることから、男性の喫煙率の減少と、望まない受動

喫煙への環境整備に努めます。 

飲酒についても、過剰摂取は生活習慣病やがん、肝臓障害、精神疾患（依存症

やうつ病など）など全身の健康に影響を及ぼすとともに、飲酒運転、ＤＶ＊、児童

虐待、自殺等の社会問題との関連も指摘されています。また、妊娠中及び授乳中

の飲酒は、胎児・乳児の健やかな発育に影響を及ぼします。 

アンケート調査では、自分の適切な飲酒量について「知っていた」人は 33.9％

に留まっていることから、適正な飲酒量についての啓発と飲酒の正しい知識の普

及に努めます。 

 

 

 

喫煙やアルコールによる心身の健康への影響について正し

く理解されており、節度ある飲酒と喫煙率の低下がみられ、

飲酒による生活習慣病の発症や望まない受動喫煙は抑制され

ています。 
 

  

みんなで目指す鳥羽市の姿 
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■具体的な取組 

取 組 内 容 
ライフ 

ステージ 

適正飲酒や禁煙、 

受動喫煙の啓発 

市の広報誌やホームページを活用するほか、健康相

談や特定保健指導、がん検診時などに適正飲酒や禁

煙の必要性、受動喫煙の害について啓発します。 

全世代 

母子の健康促進 母子健康手帳交付時や各種乳幼児健康相談の際に、

飲酒や喫煙の害について啓発します。 

妊産婦期・乳幼児期 

児童・生徒への指導 小中学校において、たばこの害や飲酒の害について

正しい知識や情報を提供します。 

学童期・思春期 

受動喫煙の防止促進 禁煙指導の推進や禁煙、分煙環境の周知など受動喫

煙防止に努めます。 

全世代 

 

■目標指標 

項 目 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 11 年度） 
データ元 

喫煙率 男性：23.3％ 

女性：5.6％ 

男性：20.0％ 

女性：5.0％ 

アンケート調査 

職場や公共の場において、周囲の 

喫煙で困っている人の割合 
14.9％ 13.0％ 

アンケート調査 

毎日お酒を飲む人の割合 男性：45.3％ 

女性：9.7％ 

男性：39.0％ 

女性：8.0％ 

ＫＤＢシステム 

１日あたりのお酒の適量を知ってい

る人の割合 

男性：46.5％ 

女性：23.9％ 

男性：51.0％ 

女性：26.0％ 

アンケート調査 

１日３合以上飲酒する人の割合 
2.5％ 2.0％ 

ＫＤＢシステム 

 

 

 

 

  

純アルコール量について（広報とば 令和６年 12月１日号より） 
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（４）適切な食生活・食育活動 

健康づくりの基礎として、適正体重の維持と適切な量と質の食事を摂ることは

大変重要といえます。望ましい食生活は、痩せや肥満、メタボリックシンドロー

ムの改善を図り、生活習慣病の予防や生活機能の維持向上につながります。 

アンケート調査では、自分に適した栄養バランスや量を考えた食事ができてい

る人は 29.7％に留まり、食生活で気になっていることの第１位は「栄養バランス

の偏り」（38.2％）、次いで「塩分の摂取量」（37.6％）、「野菜を食べる量」（36.4％）、

「食べ過ぎ」（35.1％）の順となっています。 

食に関する正しい知識と選択する力を身につけ、生涯にわたり継続して健全で

充実した食生活を実践できるよう、情報提供等の取組を進め、市民の心身の健康

感の向上に努めます。 

また、本市は、豊かな自然に囲まれ、海産物をはじめとする食資源にも恵まれ

ていることから、各地域において特色ある食文化が受け継がれてきました。この

ような環境の中、子どもから高齢者まで、市民一人ひとりが「食」を大切にし、

心身の健康と豊かな人間性を育み、食文化の継承・発展につながるよう、食育を

推進していきます。 

 

 

自身の適正体重を知り、意識した適切な量と質の食生活を

実践することで、心身ともに健康な生活が送れています。 

また、本市の地域特性を踏まえた「地域の食」を大切に

し、豊かな人間性と食文化の継承につながる食育が推進され

ています。 
 

■具体的な取組 

取 組 内 容 
ライフ 

ステージ 

生活習慣病予防に 

向けた食生活の啓発 

市の広報誌やホームページを活用し、適量でバラン

スのよい食事、適正体重の維持、減塩、野菜の摂取

など肥満や糖尿病予防を重点に生活習慣病予防に向

けた啓発を行います。 

全世代 

食事の重要性の啓発 若い世代へ向け、朝食摂取の大切さ、適量でバラン

スのよい食事などの重要性について啓発を行いま

す。 

青年期・壮年期 

みんなで目指す鳥羽市の姿 
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妊産婦や乳幼児への

栄養指導 

「プレパパママ教室」や「離乳食教室」等を通じ、

妊産婦や乳幼児への栄養指導を行います。 

妊産婦期・乳幼児期 

高齢者への栄養指導 高齢者の介護予防に向けた栄養指導を行います。 高齢期 

食生活改善推進員＊

の活動支援等 

食生活改善推進員の養成や活動の支援を行います。 
― 

食育の周知と情報 

提供 

市の広報誌やホームページを活用し、食育について

の周知や地域の食文化など食に関する情報提供を行

います。 

全世代 

食育の推進 学校や幼稚園、保育所において、栄養教諭
＊
等による

食育を推進します。 

妊産婦期・乳幼児期 

学童期・思春期 

食育担当者による 

情報共有 

庁内の食育担当者会議を開催し、食育を推進するた

めの情報共有を行います。 
― 

 

■目標指標 

項 目 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 11 年度） 
データ元 

自分の食生活に満足している人の 

割合 
60.0％ 66.0％ 

アンケート調査 

外食や食品を購入する際に栄養 

成分表示を参考にする人の割合 

男性：40.4％ 

女性：50.9％ 

男性：44.0％ 

女性：55.0％ 

朝食を毎日食べる人の割合 57.4％ 
（18-39 歳） 

63.0％ 
（18-39 歳） 

朝食を毎日食べる子どもの割合 小学６年生 

91.7％ 

中学３年生 

90.8％ 

小学６年生 

100％ 

中学３年生 

100％ 

全国学力・学習状況

調査 

主食・主菜・副菜を組み合わせた 

食事を１日２回以上ほぼ毎日食べて

いる人の割合 

29.8％ 
（18-39 歳） 

32.0％ 
（18-39 歳） 

アンケート調査 

食育について関心のある人の割合 
71.3％ 78.0％ 

鳥羽産の農水産物を月に数回以上 

食べている人の割合 
74.7％ 82.0％ 

農業や漁業の体験、見学をする学校

や保育所、幼稚園の割合 

小学校：100％ 

幼稚園：100％ 

小学校：100％ 

幼稚園：100％ 

各施設調査 

  

離乳食教室 
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基本方針３ こころの健康の維持向上 

こころの健康づくり 

こころの健康には、個人の資質や能力の他に、身体状況、社会経済状況、住居

や職場の環境、対人関係など、多くの要因が影響し、現代社会ではこころの健康

を保持しづらい状況であるといえます。こころの健康が不調になる要因としては、

ストレス、睡眠不足、身体的な健康問題、社会的孤立、乱れた生活習慣などがあ

げられており、アンケート調査では、日頃悩みやストレスを感じていることは順

に「病気など健康の問題」（35.5％）、「家庭の問題」（23.5％）、「勤務関係の問題」

（16.7％）、「経済的な問題」（16.1％）となっています。また、睡眠で休養がとれ

ている人は 77.0％（とれていない人は 21.3％）、ストレスや不安の解消について

「ほとんどできていない」人は、男性が 9.4％、女性が 12.1％となっています。 

心身の疲労回復やストレスの緩和に効果のある、質の高い睡眠や休養の確保に

ついて正しい情報提供や啓発を図ります。あわせて、うつの状態などこころの不

調について自身の状態を把握し早期に対処できるよう、あらゆる機会を通して情

報提供と啓発を推進していきます。 

また、困りごとは一人で抱え込まず誰かに相談すること、周囲の人は変化に気

づき、話を傾聴し、適切な相談機関につなげ、見守ることができる環境整備に努

めます。 

 

 

 

睡眠と休養の正しい知識やストレス対処法を知っており、

心身の健康の保持・増進が図られています。 

また、困った時には一人で悩まずに周囲に相談できる環境

が構築されています。 
 

  

みんなで目指す鳥羽市の姿 



 

58 

 

■具体的な取組 

取 組 内 容 
ライフ 

ステージ 

こころの健康に関す

る啓発 

市の広報誌やホームページを活用し、生活リズムを

整え、休養・睡眠をとることの大切さなどこころの

健康づくりに関する知識の普及啓発に努めます。 

全世代 

産後のこころの健康

に関する啓発 

産後ケア事業や乳幼児健診など各種機会を利用し

て、こころの健康について啓発します。 

妊産婦期・乳幼児期 

ゲートキーパーの 

養成促進 

悩んでいる人に気づき、必要な支援につなげるよう

ゲートキーパーの養成を行います。 
― 

相談窓口の周知 自殺リスクの早期発見に向けて、各種相談窓口の周

知を行います。 

全世代 

関係機関との連携 関係機関と連携しながら相談に応じます。 全世代 

ストレスチェックの

周知 

ストレスチェックの手法や効果に関する周知を行い

ます。 

青年・壮年期 

 

■目標指標 

項 目 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 11 年度） 
データ元 

午後 10時までに就寝する幼児の 

割合 
48.7％ 53.0％ 

課内事業実績 

（３歳児健康診査） 

ストレスや不安をほとんど解消でき

ない人の割合 

男性： 9.4％ 

女性：12.1％ 

男性： 8.0％ 

女性：10.0％ 

アンケート調査 

睡眠で休養が得られていない人の 

割合 

男性：20.8％ 

女性：22.3％ 

男性：18.0％ 

女性：20.0％ 

ＫＤＢシステム 

眠るためにアルコールをいつも用い

る人の割合 
7.2％ 6.0％ 

アンケート調査 

ゲートキーパー（メンタルパートナ

ー）を知っている人の割合 
10.4％ 11.0％ 

ストレスや悩みなどについて誰かに

相談する人の割合 
54.1％ 59.0％ 
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第４章 自殺対策計画 

１ 自殺対策計画の基本理念と基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我が国の自殺総合対策大綱では、自殺は、その多くが追い込まれた末の死であ

ることや、自殺対策の本質が生きることの支援にあることを改めて確認し、「いの

ち支える自殺対策」という理念を前面に打ち出して、「誰も自殺に追い込まれるこ

とのない社会の実現」を目指すとしています。 

本市においても、自殺対策計画の基本理念として「誰も自殺に追い込まれない

いのち支える 鳥羽市」を掲げ、自殺総合対策大綱を踏まえて次の６つを自殺対

策における基本方針として施策の展開を図ります。 

 

■基本方針 

１．生きることの包括的な支援として推進する 

 ◯社会全体の自殺リスクを低下させる 

◯生きることの阻害要因を減らし、促進要因を増やす 

２．関連施策との有機的な連携を強化して総合的に取り組む 

 ◯様々な分野の生きる支援との連携を強化する 

◯地域共生社会＊の実現に向けた取組や生活困窮者自立支援制度などと
の連携 

◯精神保健医療福祉施策との連携 
◯孤独・孤立対策との連携 
◯こども家庭庁との連携 

  

 

「誰も自殺に追い込まれない 

いのち支える 鳥羽市」 

基本理念 
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３．対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果的に連動させる 

 ◯対人支援・地域連携・社会制度のレベルごとの対策を連動させる 

◯事前対応・自殺発生の危機対応・事後対応の段階ごとに効果的な施策を
講じる 

◯自殺の事前対応の更に前段階での取組を推進する 

４．実践と啓発を両輪として推進する 

 ◯自殺は「誰にでも起こり得る危機」という認識を醸成する 

◯自殺や精神疾患に対する偏見をなくす取組を推進する 

５．国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業及び市民の役割を明確化
し、その連携・協働を推進する 

６．自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する 

 

 

２ 本市の自殺対策の数値目標 

 

国においては、平成 29 年に閣議決定した「自殺総合対策大綱」で、令和８年ま

でに自殺死亡率（人口 10 万人当たりの自殺者数）を、平成 27 年と比べて 30％以

上減少させることを目標として定め、その目標は、令和４年 10 月に閣議決定され

た新たな国の自殺総合対策大綱においても引き続きの目標となっています。 

また、県は「第３次三重県自殺対策行動計画」の数値目標を継続し、「第４次三

重県自殺対策行動計画」では、『令和８（2026）年 自殺死亡率 12.5 以下』と設定

されています。（平成 27（2015）年を基準年とした場合の減少率は 34％以上） 

本市においては、人口規模が小さく自殺者１人による自殺死亡率の変動が大き

いため（平成 30（2018）年から令和４（2022）年の間の自殺死亡率は 11.33～

25.99）、自殺死亡率を現状値より減少させることを目標とします。 

 

 

  

項 目 現状値 目標値 

本市の自殺死亡率 18.41 
（Ｈ30-Ｒ４年 平均） 

現状値以下 
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３ 施策の体系 
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基本理念 施 策 

２．地域におけるネットワークの強化 

３．自殺対策を支える人材の育成 

４．市民への啓発と周知 

５．生きることの促進要因への支援 

１．勤務・経営関係への対策 

２．高齢者への対策 

３．生活困窮者・無職・失業者への対策 

４．子ども・若者への対策 

５．女性への対策 

重点施策 

基本施策 

１．自殺リスク要因の早期発見 
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４ 自殺対策計画の基本施策 

 

（１）自殺リスク要因の早期発見 

自殺対策の重要な第一歩は、家庭や学校、職場など社会環境において、生きる

ことの阻害要因（自殺リスク要因）を早期に発見することです。そのために、庁

内各関係課が自殺予防の入口となり連携支援を行うことで自殺リスク要因の早期

発見に努めます。 

 

■具体的な取組 

取 組 内 容 担当課 

相談窓口の周知 

 

身近な窓口で相談を受けられる体制を整えるととも

に、関係機関や民間団体の各種相談窓口の案内リーフ

レットを作成し周知を行います。 

また、暮らしの便利帳に相談窓口を掲載します。 

税務課 

市民課 

健康福祉課 

観光商工課 

建設課 

消防署（本部） 

人権相談 人権に関する相談で、対象者の困りごとの把握に努め

ます。 

市民課 

国民年金 

国民健康保険 

後期高齢者医療 

国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療に関する各

種申請（資格、給付等）業務、後期高齢者医療の保険

料徴収業務の相談で、対象者の困りごとの把握に努め

ます。 

市民課 

消費生活安定向上推進

事業 

消費生活相談等で困りごとの把握に努めます。 観光商工課 

スクールソーシャル 

ワーカー活用事業 

社会福祉等の専門的な知識や技術を有するスクール

ソーシャルワーカー
＊
を活用し、様々な課題を抱えた

児童生徒や保護者の困りごとの把握に努めます。 

また、児童生徒に対し、当該児童生徒の置かれた環境

へ働きかけたり、関係機関等とのネットワークを活用

したりする等、多様な支援方法を用いて課題解決への

対応を図ります。 

教育委員会 

心の教室相談員派遣 

事業 

不登校児童生徒支援 

事業 

小中学校に相談員や指導員を配置し、不登校傾向にあ

る児童生徒の話し相手や学習支援を行い、困りごとの

把握や児童生徒の自立支援を図ります。 

また、不登校傾向にある児童生徒の話し相手や学習支

援等を行い、児童生徒の自立支援を行います。 

教育委員会 

青少年サポート 

センター運営事業 

青少年の非行防止、健全育成を図るために巡回指導や

街頭パトロールなどを通じ、青少年のＳＯＳのサイン

の把握に努めます。 

教育委員会 

環境保全対策事業 

畜犬事業 

環境衛生事業 

住民からの公害、環境等に関する苦情や相談の中で、

困りごとの把握に努めます。 

環境課 
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障害相談支援事業 障がい者相談員による相談や窓口での各種申請時に、

対象者の困りごとの解消に努めます。 

健康福祉課 

社会福祉協議会 

民生委員・児童委員 

連絡協議会事業 

民生委員・児童委員が地域で困難を抱える人に気づき

適切な相談窓口へつなげるため、連絡協議会において

取組を進めます。 

健康福祉課 

社会福祉協議会 

生活困窮者自立支援 

事業 

経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することがで

きなくなるおそれのある方に対して包括的な支援を

行います。 

また、検針業務や料金支払を通じて、生活や経済状況

を見守り、必要な方への声掛けやリーフレット等の配

布による制度の周知に努めます。 

健康福祉課 

水道課 

社会福祉協議会 

生活保護業務 生活保護に関する相談対応として、生活に困窮する方

に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、

健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、

自立を助長することを支援します。 

健康福祉課 

母子保健事業 母子健康手帳交付時、乳幼児相談、乳幼児健診等に来

所者の状況把握及び負担や不安の軽減に努め、必要に

応じ関係機関と連携し支援します。 

また、乳幼児家庭訪問等で家庭状況や産後うつ、育児

不安の相談支援を行うとともに、必要時に専門機関へ

つなぎます。 

健康福祉課 

成人保健事業 健康相談や栄養相談、健康教育の機会を通じ、相談者

の状況把握に努め、必要に応じて他の相談窓口につな

ぎます。 

健康福祉課 

 

高齢者見守り事業 お元気お便り便により、郵便配達員が高齢者の異変等

に気づくことや、見守りが必要な高齢者等に、ＱＲコ

ード付シールを配布することで当事者の異変に気づ

けるよう努めます。 

また、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯で、か

つ調理が困難な世帯を対象に、手渡しで食事を届ける

ことで、困りごとの把握に努めます。 

健康福祉課 

公営住宅業務 

公営住宅家賃滞納整理

対策 

公営住宅の入居者や入居申込者の相談、家賃滞納のあ

る入居者については生活面での困りごとの把握に努

めます。 

建設課 

市税等の収納 納税の相談や滞納者への納税折衝、現状把握を行うう

えで困りごとの把握に努めます。 

税務課 

水道料金等徴収等業務 水道料金及び下水道使用料徴収業務における滞納等

の相談で、困りごとの把握に努めます。 

水道課 

自殺未遂者対策 自殺未遂者の早期支援や連携方法、相談窓口の啓発等

のあり方等について関係機関と情報交換を行い、実施

可能な取組について検討します。 

健康福祉課 
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（２）地域におけるネットワークの強化 

悩みを抱えた人等に関わる様々な機関と連携し、自殺対策の推進に取り組んで

いきます。 

 

■具体的な取組 

取 組 内 容 担当課 

地域自立支援協議会 障がい児・者に関する医療、保健、福祉、教育及び就

労等に関するネットワークを通じ、自殺対策の支援を

図ります。 

健康福祉課 

 

 

虐待等防止ネット 

ワーク事業 

児童、高齢者、障がい、ＤＶの４分野に関係する機関

が連携し、虐待の未然防止や早期発見のためのネット

ワークを構築し、対応していきます。 

健康福祉課 

教育委員会 

地域共生社会推進事業 複合的な課題のある人や家族を支援するため、制度の

縦割りを超えてニーズを包括的に受け止め、支援する

ために重層的支援体制整備事業を推進します。 

また、住み慣れた地域で誰もが役割を持ち、活躍でき

る地域共生社会の実現に向けた取組を進めます。 

健康福祉課 

社会福祉協議会 

高齢者見守りネット 

ワーク 

ひとり暮らし等の高齢者が安心して住み慣れた地域

で生活できるよう、法人・個人が見守りを行い、高齢

者の異変に気づく体制を整えます。 

健康福祉課 

 

 

（３）自殺対策を支える人材の育成 

地域、学校及び職場において、気づき・つなぐ・支える役割を担うゲートキー

パーを養成するなど悩みを抱えた人の相談等に対応する人材を育成するとともに、

自殺対策を支える人材のこころのケアを行っていきます。 

 

■具体的な取組 

取 組 内 容 担当課 

職員研修 ストレスチェックやメンタルヘルス
＊
研修を実施し、

市職員の心身の健康管理を図ります。 

総務課 

教職員・学校職員研修 ストレスチェックやメンタルヘルス研修を実施し、教

職員等の心身の健康管理を図ります。 

また、教職員等が児童生徒や保護者の理解を深め、気

づきや相談・支援における知識や技術の向上を図るた

め、研修を実施します。 

教育委員会 

ゲートキーパーの養成 職員等にゲートキーパーの養成を行い、自殺の危険の

サインに気づき、適切な相談機関につなげる役割を担

う人材を養成します。 

健康福祉課 

 

ゲートキーパーの周知 市の広報誌やホームページを活用し、ゲートキーパー

の役割など周知に努めます。 

健康福祉課 
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（４）市民への啓発と周知 

自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」であることから、

関係機関だけでなく地域全体が危機に陥った人の心情や背景の理解を深め、誰に

支援を求めることが適当かの認識を深めるために普及啓発を行っていきます。 

 

■具体的な取組 

取 組 内 容 担当課 

自殺予防週間・自殺対

策強化月間の取組 

自殺予防週間（９月 10 日から９月 16 日）と自殺対策

強化月間（３月）において、国、県、関係機関等と一

体となって、市の広報誌等を通じ啓発を行います。 

健康福祉課 

図書館やイベントでの

周知 

図書館にて自殺予防に関する書籍の展示等を行うほ

か、イベント開催時にリーフレット等の配布を行い、

市民への啓発と周知に努めます。 

健康福祉課 

図書館 

 

相談窓口の周知 

【再掲】 

身近な窓口で相談を受けられる体制を整えるととも

に、関係機関や民間団体の各種相談窓口の案内リーフ

レットを作成し周知を行います。 

また、暮らしの便利帳に窓口を掲載します。 

税務課 

市民課 

健康福祉課 

観光商工課 

建設課 

消防署（本部） 
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（５）生きることの促進要因への支援 

自殺対策では「生きることの阻害要因（生活困窮・育児や介護・過労・いじめ

や孤立等）」を減らし、「生きることの促進要因（自己肯定感・信頼できる人間関

係・危機回避能力等）」を増やすことで、自殺のリスクを低下させることが必要で

す。 

生活上の困難や悩みを抱える人を支援するため、地域包括ケアや生活困窮者自

立支援制度、地域共生社会推進事業等の支援制度と連携を図ります。 

自殺未遂者については、再度の自殺企図を防ぐことが重要であるため、自殺の

危険性を高めた背景にある経済・生活の問題等、様々な問題に対して関係機関が

連携・協力して支援する体制整備に向けての取組を検討します。 

また、自殺により遺された人にも健康不安や日常生活上の困難、心理的、経済

的にも影響を与えることが考えられるため、適切な支援について検討します。 

 

■具体的な取組 

取 組 内 容 担当課 

成人保健事業 

【再掲】 

健康相談や栄養相談、健康教育の機会を通じ、相談者

の状況把握に努め、必要に応じて他の相談窓口につな

ぎます。 

健康福祉課 

母子保健事業 

【再掲】 

母子健康手帳交付時、乳幼児相談、乳幼児健診等に来

所者の状況把握及び負担や不安の軽減に努め、必要に

応じ関係機関と連携し支援します。 

また、乳幼児家庭訪問等で家庭状況や産後うつ、育児

不安の相談支援を行うとともに、必要時に専門機関へ

つなぎます。 

健康福祉課 

子育て支援センター 

利用者支援事業 

子育てに関する相談窓口を開設し、関係機関と連携し

ながら、子育てに負担や不安を感じている家庭に対

し、幅広く専門的な相談に応じます。 

健康福祉課 

養育支援事業 子育てに負担や不安を感じている家庭を訪問し、適切

な養育が可能となるよう支援します。 

健康福祉課 

地域福祉推進事業 高齢者や子育て世代のサロンを開設し、居場所づくり

の支援をします。 

健康福祉課 

社会福祉協議会 

くらしの相談 弁護士による法律相談、司法書士相談、社協によるま

るごと相談、人権相談及びＬＧＢＴ相談、行政相談、

消費生活相談、夜間納税相談を行い支援します。 

税務課 

市民課 

健康福祉課 

観光商工課 

社会福祉協議会 

女性相談 女性相談支援員を配置し、女性保護・ＤＶ、離婚、ひ

とり親の自立支援の相談・支援を行います。 

健康福祉課 

生活保護業務 

【再掲】 

生活保護に関する相談対応として、生活に困窮する方

に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、

健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、

自立を助長することを支援します。 

健康福祉課 
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生活困窮者自立支援 

事業（相談） 

【再掲】 

経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することがで

きなくなるおそれのある方に対して包括的な支援を

行います。 

また、検針業務や料金支払を通じて、生活や経済状況

を見守り、必要な方への声掛けやリーフレット等の配

布による制度の周知に努めます。 

健康福祉課 

水道課 

社会福祉協議会 

生活困窮者自立支援 

事業（住宅） 

生活困窮等により住む場所を喪失するおそれのある

方に、住居確保給付金を給付することで、住居の確保

を支援します。 

また、住居を喪失した方への支援として、一時的に生

活場所等を提供し、自立に向けた支援を行います。 

健康福祉課 

社会福祉協議会 

生活困窮者自立支援 

事業 

（子どもの学習支援） 

生活に困窮している家庭の子どもの学習機会や居場

所を創出し、その支援につなげます。 

健康福祉課 

教育委員会 

社会福祉協議会 

生活困窮者自立支援 

事業（就労支援） 

就労することに困難を抱えている方を対象に、一般就

労に従事する準備としての基礎能力の形成を包括的

に支援します。 

健康福祉課 

社会福祉協議会 

消費生活安定向上推進

事業 

生活トラブルを回避する方法の啓発や情報提供を行

うことで、被害拡大の防止に努めます。 

観光商工課 

高齢者見守り事業 

【再掲】 

お元気お便り便により、郵便配達員が高齢者の異変等

に気づくことや、見守りが必要な高齢者等に、ＱＲコ

ード付シールを配布することで当事者の異変に気づ

けるよう努めます。 

また、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯で、か

つ調理が困難な世帯を対象に、手渡しで食事を届ける

ことで、困りごとの把握に努めます。 

健康福祉課 

自殺未遂者対策 

【再掲】 

自殺未遂者の早期支援や連携方法、相談窓口の啓発等

のあり方等について関係機関と情報交換を行い、実施

可能な取組について検討します。 

健康福祉課 

遺された人への支援 相談窓口等、自死遺族支援の情報等の周知に努めま

す。 

健康福祉課 
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５ 自殺対策計画の重点施策 

 

（１）勤務・経営関係への対策 

鳥羽市の自殺の特徴として、40 歳から 59 歳の男性の自殺死亡率が高くなって

います。 

働き盛りの男性は、心理的、社会的にも負担を抱えることが多く、また過労、

失業、病気等により心の健康を崩しやすいとされています。こうした人々が安心

して生きられるようにするためには、精神保健的な視点だけでなく、社会・経済

的な視点を含む包括的な取組が重要です。 

 

■具体的な取組 

取 組 内 容 担当課 

市職員・教職員等の 

ストレスチェック事業 

労働安全衛生法に基づき、市職員等にストレスチェッ

クを実施することで、メンタル不調の未然防止を図り

ます。 

総務課 

教育委員会 

ストレスチェックの周

知 

ストレスチェックの手法や効果に関する周知を行い

ます。 

健康福祉課 

各種相談窓口の情報 

提供 

各種相談の対応の際に、勤務や経営に関する相談につ

いて、相談窓口の情報提供を行います。 

また、関係各課や関係機関との連携強化を図ります。 

市民課 

観光商工課 

自殺予防週間・自殺 

対策強化月間の取組 

【再掲】 

自殺予防週間（９月 10 日から９月 16 日）と自殺対策

強化月間（３月）において、国、県、関係機関等と一

体となって、市の広報誌等を通じ啓発を行います。 

健康福祉課 

ゲートキーパーの周知 

【再掲】 

市の広報誌やホームページを活用し、ゲートキーパー

の役割など周知に努めます。 

健康福祉課 
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（２）高齢者への対策 

高齢者は配偶者との離別・死別、退職による役割の喪失などや、周囲の人々と

の関係の希薄化や自身や家族の健康問題等により、閉じこもりや孤立・孤独の状

態に陥りやすく、うつ状態になるリスクが懸念されています。 

このような高齢者の課題に対応できるよう、外出支援や見守り活動、健康状態

が不明な方や通いの場等への積極的関与等による生きることの包括的支援を進め

ていきます。 

 

■具体的な取組 

取 組 内 容 担当課 

高齢者外出支援車運行

業務 

福祉バス運転業務 

公共交通機関のない地域やバスの停留所から離れた

地域に、高齢者が乗り降りしやすい車両を運行するこ

とで、外出の支援を図ります。 

健康福祉課 

高齢者の保健事業と 

介護予防の一体的な 

実施事業 

健康状態が不明な高齢者の健康状態等の把握及び必

要なサービスへの接続を行います。 

また、高齢者の通いの場等において、フレイル予防の

啓発や健康教育を行うとともに、フレイル状態にある

高齢者の状態把握及び健康指導を行います。 

健康福祉課 

高齢者見守り事業 

【再掲】 

お元気お便り便により、郵便配達員が高齢者の異変等

に気づくことや、見守りが必要な高齢者等に、ＱＲコ

ード付シールを配布することで当事者の異変に気づ

けるよう努めます。 

また、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯で、か

つ調理が困難な世帯を対象に、手渡しで食事を届ける

ことで、困りごとの把握に努めます。 

健康福祉課 

高齢者見守りネット 

ワーク 

【再掲】 

ひとり暮らし等の高齢者が安心して住み慣れた地域

で生活できるよう、法人・個人が見守りを行い、高齢

者の異変に気づく体制を整えます。 

健康福祉課 
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（３）生活困窮者・無職・失業者への対策 

生活困窮者はその背景として、依存症、知的障がい、発達障がい、精神疾患、

介護、多重債務、労働等の多様かつ広範な問題を複合的に抱えていることが多く、

経済困窮に加えて社会から孤立しやすいという傾向があります。生活困窮の状態

にある者や生活困窮に至る可能性のある者が自殺に至らないように、生活困窮者

自立支援制度と連動させて対策を進めていきます。 

また、無職者は経済的な問題以外に傷病や障がい、人間関係等の問題を抱えて

いることが多く、勤労世代の無職者の自殺死亡率は同世代の有職者より高いこと

から、無職者対策も検討していきます。 

 

■具体的な取組 

取 組 内 容 担当課 

くらしの相談 

【再掲】 

弁護士による法律相談、司法書士相談、社協によるま

るごと相談、人権相談及びＬＧＢＴ相談、行政相談、

消費生活相談、夜間納税相談を行い支援します。 

税務課 

市民課 

健康福祉課 

観光商工課 

社会福祉協議会 

就学援助と特別支援 

学級就学奨励補助に 

関する事務 

経済的な理由により、就学困難な児童・生徒に対し、

給食費や学用品等を補助します。 

また、特別支援学級在籍者に対し、就学奨励補助費の

補助を行います。 

教育委員会 

奨学金に関する事務 支給対象者の学生に、支援先の情報の周知を図りま

す。 

教育委員会 

生活困窮者自立支援事

業（子どもの学習支援） 

生活に困窮している家庭の子どもの学習機会や居場

所を創出し、その支援につなげます。 

健康福祉課 

教育委員会 

社会福祉協議会 

こども食堂 ひとり親家庭等の児童・生徒や保護者に低額又は無料

で食事を提供します。 

健康福祉課 

 

心身障害者小規模作業

所事業 

一般就労が困難な心身障がい者の社会的自立、社会参

加の意欲向上を図ります。 

健康福祉課 

障害者自立支援給付 

事業 

障がい者（児）個々のサービス等利用計画に基づく日

常生活を支援するため、障害者総合支援法に基づく支

援を行います。 

健康福祉課 

知的障害者職親委託 

事業 

一般就労が難しい知的障がい者を就労先の負担の軽

減により、雇用につなぐことを促進します。 

健康福祉課 

成年後見制度利用支援

事業 

障がい者や金銭の管理等の支援が必要な方が、成年後

見人の選出を受ける際の費用負担が困難な場合に費

用の負担の助成を行います。 

健康福祉課 

生活保護業務 

【再掲】 

生活保護に関する相談対応として、生活に困窮する方

に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、

健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、

自立を助長することを支援します。 

健康福祉課 
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生活困窮者自立支援 

事業（相談）【再掲】 

経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することがで

きなくなるおそれのある方に対して包括的な支援を

行います。 

また、検針業務や料金支払を通じて、生活や経済状況

を見守り、必要な方への声掛けやリーフレット等の配

布による制度の周知に努めます。 

健康福祉課 

水道課 

社会福祉協議会 

生活困窮者自立支援 

事業（住宅） 

【再掲】 

生活困窮等により住む場所を喪失するおそれのある

方に、住居確保給付金を給付することで、住居の確保

を支援します。 

また、住居を喪失した方への支援として、一時的に生

活場所等を提供し、自立に向けた支援を行います。 

健康福祉課 

社会福祉協議会 

 

生活困窮者自立支援 

事業（就労支援） 

【再掲】 

就労することに困難を抱えている方を対象に、一般就

労に従事する準備としての基礎能力の形成を包括的

に支援します。 

健康福祉課 

社会福祉協議会 

 

緊急食糧提供事業 

 

経済的に困窮している方へ緊急に食糧を提供します。 社会福祉協議会 
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（４）子ども・若者への対策 

子ども・若者の抱える悩みは多様であり、ライフステージや立場ごとに置かれ

ている状況も異なることから、それぞれの段階にあった子ども・若者を対象とし

た支援、啓発に取り組みます。 

 

■具体的な取組 

取 組 内 容 担当課 

就学援助と特別支援 

学級就学奨励補助に関

する事務 【再掲】 

経済的理由により、就学困難な児童生徒に対し、給食

費や学用品等を補助します。 

また、特別支援学級在籍者に対し、就学奨励費の補助

を行います。 

教育委員会 

生活困窮者自立支援事

業（子どもの学習支援） 

【再掲】 

生活に困窮している家庭の子どもの学習機会や居場

所を創出し、その支援につなげます。 

健康福祉課 

教育委員会 

社会福祉協議会 

奨学金に関する事務 

【再掲】 

支給対象者の学生に、支援先の情報の周知を図りま

す。 

教育委員会 

こども食堂 

【再掲】 

ひとり親家庭等の児童・生徒や保護者に低額又は無料

で食事を提供します。 

健康福祉課 

 

ＳＯＳの出し方 

教育 

児童生徒がいのちの大切さを実感し、いじめや生活上

の困難、様々なストレスに直面した時の対処法やＳＯ

Ｓの出し方を学ぶための教育を推進します。 

教育委員会 

各学校 

スクールソーシャル 

ワーカー活用事業 

【再掲】 

社会福祉等の専門的な知識や技術を有するスクール

ソーシャルワーカーを活用し、様々な課題を抱えた児

童生徒や保護者の困りごとの把握に努めます。 

また、児童生徒に対し、当該児童生徒の置かれた環境

へ働きかけたり、関係機関等とのネットワークを活用

したりする等、多様な支援方法を用いて課題解決への

対応を図ります。 

教育委員会 

心の教室相談員派遣 

事業 

不登校児童生徒支援 

事業 

【再掲】 

小中学校に相談員や指導員を配置し、不登校傾向にあ

る児童生徒の話し相手や学習支援を行い、困りごとの

把握や児童生徒の自立支援を図ります。 

また、不登校傾向にある児童生徒の話し相手や学習支

援等を行い、児童生徒の自立支援を行います。 

教育委員会 

ＳＮＳ等に潜む危険性

についての教育 

ＳＮＳによるいじめや誹謗中傷、自殺関連等の危険な

サイトの利用、写真や個人情報の流出等、ＳＮＳ等に

潜む危険性について、児童・生徒が学ぶ機会を提供し

ます。また、保護者にもＳＮＳ等に潜む危険性につい

て周知していきます。 

教育委員会 

各学校 

 

いじめの防止対策事業 フォーラム開催時や個別支援時に、リーフレットを児

童生徒に配布することで、いじめにあった際の相談先

の情報等を周知します。 

教育委員会 

各学校 
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（５）女性への対策 

近年は全国的に女性の自殺者数は増加傾向で推移しています。妊娠初期の方や

予期せぬ妊娠をした方等の妊産婦への支援をはじめ、産後うつの予防等や育児不

安へのサポート等、産後も安心して子育てができる支援を進めていきます。 

また、孤独・孤立で不安を抱える女性や、やむを得ず職を失った女性、配偶者

等からの暴力や性犯罪・性暴力等の困難な問題を抱える女性に対し、寄り添った

きめ細かい相談支援等の取組を推進していきます。 

 

■具体的な取組 

取 組 内 容 担当課 

母子保健事業 

【再掲】 

母子健康手帳交付時、乳幼児相談、乳幼児健診等に来

所者の状況把握及び負担や不安の軽減に努めます。ま

た、必要に応じ関係機関と連携し支援します。 

また、乳幼児家庭訪問等で家庭状況や産後うつ、育児

不安の相談支援を行うとともに、必要時に専門機関へ

つなぎます。 

健康福祉課 

子育て支援センター 

利用者支援事業 

【再掲】 

子育てに関する相談窓口を開設し、関係機関と連携し

ながら、子育てに負担や不安を感じている家庭に対

し、幅広く専門的な相談に応じます。 

健康福祉課 

養育支援事業 

【再掲】 

子育てに負担や不安を感じている家庭を訪問し、適切

な養育が可能となるよう支援します。 

健康福祉課 

女性相談 

【再掲】 

女性相談支援員を配置し、女性保護・ＤＶ、離婚、ひ

とり親の自立支援の相談・支援を行います。 

健康福祉課 

虐待等防止ネット 

ワーク事業 

【再掲】 

児童、高齢者、障がい、ＤＶの４分野に関係する機関

が連携し、虐待の未然防止や早期発見のためのネット

ワークを構築し、対応していきます。 

健康福祉課 

教育委員会 

地域福祉推進事業 

【再掲】 

高齢者や子育て世代のサロンを開設し、居場所づくり

の支援をします。 

健康福祉課 

社会福祉協議会 
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６ 自殺対策計画の評価目標 

 

自殺対策計画をより実効性のあるものとして推進していくため、その実現に向

けて評価指標を設定し、具体的な取組を推進していきます。 

 

 

■目標指標 

項 目 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 11 年度） 
データ元 

睡眠で休養が十分とれていない人の

割合 
21.3％ 19.0％ 

アンケート調査 

ストレスにうまく対処できない人の

割合 
10.8％ 9.0％ 

アンケート調査 

ゲートキーパー（メンタルパートナ

ー）を知っている人の割合 
10.4％ 11.0％ 

アンケート調査 

ストレスや悩みなどについて誰かに

相談する人の割合 
54.1％ 59.0％ 

アンケート調査 

自殺対策について広報等による啓発

を行った回数 
２回 ２回以上/年 

課内事業実績 

ゲートキーパー養成数 155人 延べ 500人 
課内事業実績 

生活困窮者からの新規相談受付件数 
41件 

（R5） 
45件 

課内事業実績 

自殺対策庁内連携会議等の開催回数 １回/年 １回以上/年 
課内事業実績 
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第５章 計画の推進 
 

１ 計画の推進体制 

 

計画の推進においては、鳥羽市健康づくり推進協議会を中心に、広報誌やホームペ

ージ及び各種会議やイベント等により、市民、地域、学校、職場、市が目標を共有し、

それぞれの役割を認識しながら取組を進めていきます。 

また、健康増進及び食育推進に関して、市民一人ひとりが、継続して健康づくり等

に取り組んでいけるよう、保健事業等の機会を利用した普及・啓発を図るとともに、

健康づくりの環境整備に努めます。 

自殺対策については、自殺の背景には、健康、経済、仕事、家庭、学校等様々な領

域における複数の課題があり、それらが連鎖的・重層的に深刻化した結果、自殺に追

い込まれるといわれていることから、自殺対策の推進においては、「生きることの阻

害要因（自殺のリスク要因）」を早期に発見し、一つ一つの阻害要因を一体的に解決し

ていけるよう、関係各課の横断的な連携と関係機関等との連携を推進します。 

 

 

２ 計画の評価と進行管理 

 

本計画の進行管理については、年度ごとに進捗状況を把握したうえで、施策の充実

や見直しについての協議を行い、計画の円滑な推進に努めます。 

また、保健医療機関の代表者、関係行政機関の代表者、自治会、学校、事業所等の

代表者などから構成される鳥羽市健康づくり推進協議会にて、計画に基づく施策が適

切に実施されているかを点検・評価します。 

計画の着実な推進のためには、進行管理を一連のつながりの中で実施することが重

要です。そのため、計画を立案し（Plan）、実践する（Do）ことはもちろん、目標設

定や計画策定後も適切に評価（Check）、改善（Action）が行えるよう、循環型のマネ

ジメントサイクル（ＰＤＣＡサイクル）を構築します。 
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継続的改善  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の周知 

 

本計画は、鳥羽市における健康増進・食育推進及び自殺対策の基本指針である

ことから、市民の健康増進や食育が実践され、自殺への対策ができるよう、広報

誌やホームページなど様々な手段を活用し、市民や関係機関に計画の趣旨や内容

の周知を図ります。 

 

 

 

 

 

○計画の立案 

Ｐlan：計画 

○計画に基づく施策・事業 
の実施 

○施策・事業の実施内容の 
公表と周知 

Ｄo：実施 

 

 
○施策・事業の実施状況の 
把握 

○目標・指標等の達成状況 
の把握 

 

Ｃheck：点検・評価 

○事業内容の改善・見直し 
○目標・指標等の見直し 

Ａction：改善・見直し 
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資料編 
 

１ 策定経過 

 

開催（実施）事項 
期  日 

内  容 

第１回 鳥羽市健康づくり推進 

協議会 

 

・日時 令和６年８月７日（水） 

 

１．鳥羽市健康づくり計画策定に向けたア

ンケート調査について 

 ・健康づくり計画アンケート調査結果 

報告 

２．現行計画の評価について 

・第３次鳥羽市健康増進計画・鳥羽市食

育推進計画の評価について  

 ・いのち支える鳥羽市自殺対策計画の評

価について 

 

第２回 鳥羽市健康づくり推進 

協議会 

 

・日時 令和６年 11月 13日（水） 

        

１．鳥羽市健康づくり計画（素案）につい

て 

 ・健康をとりまく現状について 

・計画の基本理念、基本目標、基本方針

について 

・施策体系について 

 ・計画の具体的な取組及び評価指標につ

いて 

・計画の推進について 

 

第３回 鳥羽市健康づくり推進 

協議会 

 

・日時 令和７年１月 29日（水） 

 

１．鳥羽市健康づくり計画（案）について 

・パブリックコメントの結果について 

 ・鳥羽市健康づくり計画概要版（案）に

ついて 
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２ 鳥羽市健康づくり推進協議会規程 

 

昭和 56 年６月４日規程第３号 

改正 

平成 10 年３月 25 日規程第２号 

平成 14 年３月 28 日規程第３号 

平成 17 年 12 月 28 日訓令第 12 号 

平成 19 年３月 30 日訓令第１号 

平成 23 年６月 10 日訓令第４号 

令和６年８月 20 日訓令第４号 

 

鳥羽市健康づくり推進協議会規程 

（設置） 

第１条 市民の健康意識を高めるための体制の確立と運動の推進について審議企

画するため、鳥羽市健康づくり推進協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（審議事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について、健康づくりのための方策を体系的、

総合的に審議企画するものとする。 

(１) 健康診査事業及び健康相談に関すること。 

(２) 保健栄養指導及び食生活改善に関すること。 

(３) 保健衛生組織の育成に関すること。 

(４) 健康づくりに関する知識の普及に関すること。 

(５) 健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）に定める健康増進計画、食育基本法

（平成 17 年法律第 63 号）に定める食育推進計画並びに自殺対策基本法（平成

18 年法律第 85 号）に定める自殺対策計画の策定及び進捗管理に関すること。 

(６) その他健康増進に関すること。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員 15 名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから、市

長が委嘱する。 

(１) 関係行政機関の代表者 

(２) 保健医療機関の代表者 

(３) 自治会、学校、事業所等の代表者 

(４) その他市長が必要と認めた者 
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（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 前条各号に掲げるところにより、その職をもって委嘱された委員の任期は、委

員として委嘱を受けるべき職にある期間とする。 

（役員） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。 

（委任） 

第８条 この規程に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

附 則 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 10 年３月 25 日規程第２号） 

この規程は、平成 10 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 14 年３月 28 日規程第３号） 

この規程は、平成 14 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 17 年 12 月 28 日訓令第 12 号） 

この訓令は、平成 18 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 19 年３月 30 日訓令第１号） 

この訓令は、平成 19 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 23 年６月 10 日訓令第４号） 

この訓令は、平成 23 年６月 10 日から施行する。 

附 則（令和６年８月 20 日訓令第４号） 

この訓令は、公布の日から施行する。  
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３ 鳥羽市健康づくり推進協議会委員名簿 

 

 

（敬称略） 

 所  属 役職 氏  名 

１ 伊勢保健所  土屋 英俊 

２ 志摩医師会 会長 羽根 靖之 

３ 鳥羽市食生活改善推進連絡協議会 副会長 中山 ひで子 

４ 鳥羽志摩歯科医師会  山本 英志 

５ 鳥羽市自治会連合会  西川 豊幸 

６ 鳥羽市老人クラブ連合会  村尾 満美子 

７ 鳥羽マルシェ有限責任事業組合  前田 高広 

８ 鳥羽市小中学校長会  中村 久美 

９ 副市長  立花 充 

10 教育委員会生涯学習課長  奥村 太郎 

11 健康福祉課長  榎 高広 

（任期：令和５年６月 10 日から令和７年６月９日まで）          令和７年３月現在 
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４ 用語集 

 

あ行 

■栄養教諭 

小学校、中学校等において児童生徒に対する食に関する指導や学校給食の管理・運営に携わ

る教員。学校における食育の推進に中核的な役割を担う。 

 

 

か行 

■ＫＤＢシステム 

国保データベースの略。国保保険者や後期高齢者医療広域連合における保健事業の計画の作

成や実施を支援するため、国民健康保険団体連合会が健診・保健指導、医療、介護の各種デー

タを利活用して、統計情報や個人の健康に関するデータを作成するシステム 。 

 

■ゲートキーパー（メンタルパートナー） 

自殺予防について正しい知識を持ち、身近な人の変化に気づき、自殺を考えている人、悩ん

でいる人を相談窓口などへつなぐ役割を担う人。三重県では過去にメンタルパートナーとして

養成していた。 

 

■健康格差 

地域や社会経済状況の違いによる集団における健康状態の差のこと。（要因としては経済的要

因、教育レベル、住環境、職業、社会的な支援ネットワークなどがある。） 

 

■健康寿命 

日常的に介護を必要とせず、自立して心身ともに健康的な日常生活を送ることができる期間

のこと。 

 

■口腔ケア 

歯科疾患及び肺炎等の予防を目的とする口腔清掃や歯科保健指導を中心とするケア並びに歯

科疾患及び口腔機能障害等の予防、リハビリテーションを目的とする機能訓練までを含むケア

のこと。  
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■高血圧 

収縮期血圧（上の血圧）が 140mmHg以上、又は拡張期血圧（下の血圧）が 90mmHgの場合、あ

るいはこの両方を満たす場合をいう。高血圧をそのままにしておくと動脈硬化が進行し、脳卒

中や心臓病、腎臓病など重大な病気になる危険性が高まる。 

 

■呼吸器疾患 

上気道、気管・気管支、肺、胸膜等の呼吸器系に影響を及ぼす様々な病気や障害の総称。 

 

 

さ行 

■歯間清掃用具 

デンタルフロス（糸式ようじ）や歯間ブラシ等のことで、歯ブラシだけでは除去が困難な、

歯と歯の間の歯垢を除去するのに効果的な清掃用具のこと。 

 

■脂質異常症 

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の判断基準となる疾患の１つで、血液中の脂

質（コレステロール・中性脂肪）に異常がある病気。放置し悪化すると動脈硬化になり、心筋

梗塞や脳梗塞を引き起こす原因となる。かつては高脂血症と呼ばれていた。 

 

■主菜 

魚や肉、卵、大豆製品などを使ったおかずの中心となる料理で、たんぱく質や脂質を多く含

む。主に身体をつくる材料になる。食材や量、調理方法によって、１食のエネルギーや栄養素

に大きく影響する。 

 

■主食 

ごはん、パン、めん類などで、炭水化物を多く含み、エネルギーの素になる。主食を何にす

るかによって、おかずが違ってくるため、食事全体を決める中心の料理である。 
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■受動喫煙 

室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること。喫煙者のたばこ

から排出される煙は、呼出煙（喫煙者の肺を通って空気中に吐き出された煙）と副流煙（たば

こから直接空気中に出る煙のこと。副流煙には主流煙に比べて、多くの種類の有害物質がより

高濃度に含まれているといわれている。）がある。 

また３次喫煙（サードハンド・スモーク：たばこを吸った屋内のじゅうたんや壁紙に付着・

残留したたばこ煙の成分が、のちに揮発・浮遊しておこる）もある。 

 

■食生活改善推進員 

市が開催する栄養教室を修了し、食を通した健康づくりのボランティアとして活動している

人。本市では平成４年より食生活改善推進連絡協議会を設立し活動している。 

 

■食育 

生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置づけられる。

また、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を

実践することができる人間を育てるもの。 

 

■循環器疾患 

⾎液を全⾝に循環させる臓器である⼼臓や⾎管などが正常に働かなくなる疾患のことで、⾼

⾎圧・⼼疾患（急性⼼筋梗塞などの虚⾎性⼼疾患や⼼不全）・脳⾎管疾患（脳梗塞・脳出⾎・く

も膜下出⾎）・動脈瘤などがある。 

 

■スクールソーシャルワーカー 

児童生徒の心の悩みに対応することを目的とする専門家の総称。精神科医のほか、公認心理

師、臨床心理士、学校心理士等があり、児童生徒へのカウンセリングや教職員及び保護者に対

する助言・援助を行う。 

 

 

た行 

■地域共生社会 

制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の

多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひと

りの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会のこと。 
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■糖尿病 

インスリンを合成・分泌する細胞の破壊・消失によるインスリン作用不足を主要因とする「１

型糖尿病」と、インスリンの分泌低下・抵抗性などをきたす遺伝因子に過食、運動不足、肥満

などの環境因子及び加齢が加わり発症する「２型糖尿病」に大別される。 

 

■特定健康診査 

糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、40 歳から 74 歳まで

の方を対象に、メタボリックシンドロームに着目し、生活習慣を改善するための特定保健指導

を必要とする者を、的確に抽出するために行う健診。 

 

■特定保健指導 

特定健康診査の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による予防効果

が多く期待できる人に対して、生活習慣を見直すサポートを実施するもの。リスクの数等によ

り動機づけ支援と積極的支援に分けられる。 

 

■ＤＶ 

「Domestic Violence」の略。一般的には、配偶者や恋人など親密な関係にある又はあった者

からの暴力又はこれに準じる心身に有害な影響を及ぼす言動を指す。 

 

 

な行 

■年齢調整死亡率 

高齢者が多い地域と若年者が多い地域等、年齢構成の異なる地域間で死亡状況の比較ができ

るように年齢構成を調整し、そろえた死亡率のこと。通常、人口 10万人当たりの死亡者数で表

す。 

 

■脳血管疾患 

脳の血液循環が急激に障害されることにより意識障害と神経系の症状をきたす病態をいう。

脳卒中ともいわれる。脳梗塞、脳出血、くも膜下出血などがある。 
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は行 

■８０２０運動 

1989年（平成元年）より厚生省（当時）と日本歯科医師会が推進している「生涯、自分の歯

で食べる楽しみを味わえるように、80 歳になっても 20 本以上自分の歯を保とう」という運動

のこと。20本以上あれば、食生活にほぼ満足することができるといわれている。 

 

■ＢＭＩ 

「Body Mass Index」の略。「体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)」で算出される体格指数のことで、

肥満度を測定するための国際的な指標。医学的に最も病気のリスクが少ない数値として 22.0を

「標準」又は「適正」とし、18.5未満 を「痩せ」、25.0以上を「肥満」としている。 

 

■副菜 

野菜、海藻、きのこ、芋などを使った料理で、ビタミン、ミネラル、食物繊維などを多く含

み、身体の調子を整えてくれる。食事全体の味や彩りを豊かにする。 

 

■フッ化物（フッ化物洗口） 

フッ素を含む化合物のこと。フッ化物を作用させることにより、エナメル質が酸に溶けにく

くなり、むし歯になりにくくなる。「フッ化物洗口」とは、むし歯予防のため、低濃度のフッ化

ナトリウム溶液を用いて行う洗口（ブクブクうがい）のこと。学校等において集団で利用する

場合と、家庭で利用する場合がある。 

 

■フレイル 

健康な状態と要介護状態の中間の段階の状態のこと。 

 

■平均寿命 

基準となる年の死亡状況が今後変化しないと仮定した時に、各年齢の人が平均的にみて今後

何年生きられるかという期待値を表したもの。 
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ま行 

■慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ） 

従来、慢性気管支炎や肺気腫と呼ばれてきた病気の総称で、たばこの煙を主とする有害物質

を 長期に吸入曝露（ばくろ）することで生じた肺の炎症性疾患。ＣＯＰＤは「Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease」の略。 

 

■みえの健康指標 

三重県が地域診断に必要な基本的情報を取りまとめた指標。なお、分母に用いた人口は、み

え DataBoxを使用しているため、厚生労働省から発表されている数値と異なる場合がある。 

 

■メタボリックシンドローム 

「内臓脂肪型肥満」に加え、「高血圧・高血糖・脂質異常」のうち、２つ以上がある状態のこ

と。 

 

■メンタルヘルス 

身体の健康ではなく、こころの健康状態のこと。 
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